
【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理
仕様書たたき台

実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能

1. 賦課・収納情報管理

1.1.賦課・収納情報管理

0010 1.1.1.
賦課情報取込
（当初）

各課税システムから当初課税データ（個人住民税（特別徴収（給与、年金）・普通徴収）(給与特徴・年金特徴、普通徴収)、
法人住民税、固定資産税、軽自動車税）を受け取り、任意の日付を指定して調定情報として取り込めること。

固定資産税については、固定資産税と都市
計画税の内訳も取り込めること。

3497 【提案】APPLIC修正案の通り、「固定資産税については、固定資産税と都市計画税の内訳も
取り込めること。」を「実装してもしなくても良い機能」とする。

【事務局】APPLIC修正案にある４税以外については、標準仕様書の対象外。

【提案】全国意見を踏まえて、以下の要件を追加する。
・個人住民税（特別徴収・普通徴収）→個人住民税(特別徴収（給与、年金）、普通徴収)
とする。
・「調定情報として取り込めること。」→「任意の日付を指定して調定情報として取り込
めること。」

６．その他 43
※前回からの一
部再掲

188

「固定資産税については、固定資産税と都市計画税の内訳も取り込めるこ
と。」について、以前、QA管理表45にて「固定資産税と都市計画税の内訳に
ついて、WTの議論においては、たたき台を変更しないこととしておりま
す。」と回答をいただいおりますが、固定資産税と都市計画税の内訳を用い
た収入按分等の統計は把握しておらず、団体から要望されたこともない。
参照のみであれば固定資産税側の賦課システムを確認することで運用的にも
問題なく、内訳管理する必要はないと考えます。

納付書に内訳を表示している団体があり、収納側での納付書再発行のために
収納で内訳額の保持が必要なシステムがあるのかもしれません。しかしその
ようなシステムを考慮するとしても、収納側での内訳額の管理は任意機能で
はないかと考えます。

「各課税システムから当初課税データ（個人住民税（特別徴収・普通徴
収）、法人住民税、固定資産税、軽自動車税）を受け取り、調定情報として
取り込めること」について、例えば、介護保険料の標準化の資料（介護保険
システム等標準化検討会【資料３】）には、保険料収納を介護保険システム
以外で運用することも選択肢として想定されています。
介護保険システム以外で運用するという場合、税とは異なる別の収納システ
ムとは考えにくく、当収納システムで運用することを想定しているものと思
います。このため、「実装してもしなくても良い機能」に追記することを提
案いたします。

「固定資産税については、固定資産税と都市計画税の内訳も取り込めること。」を
「実装してもしなくても良い機能」とする。

●実装してもしなくても良い機能
個人住民税（特別徴収・普通徴収）、法人住民税、固定資産税、軽自動車税以外の
科目の賦課データも受け取り調定情報として取り込めること。

0020 1.1.2.

税目の固有の要件として、
・固定資産税については、共有者の情報を表示できること。共有分を名寄せし納税義務者を検索した時、その納税義務者人が
代表者となっている共有分を名寄せし、一覧表示できること。
・軽自動車税については、標識番号を表示できること。
・個人住民税の場合、事業所（特別徴収義務者）と従業員（特別徴収該当者）の情報を紐づけて表示できること。退職所得に
係る所得割についての内訳を表示できること。納期特例の事業者（特別徴収義務者）について、納期特例の納付月に調定情報
が連携されること。退職所得の調定情報、控除超過額（配当割、株式等譲渡所得割控除額）を管理（参照、登録、修正、削
除）できること。
・法人住民税については、申告区分、事業年度及び均等割/法人税割の内訳を表示できること。みなし申告対象者を把握でき
ること。

税目の固有の要件は、税額更正取込においても同様とする。

2959
2524

【提案】APPLIC修正案の「退職所得の調定情報、控除超過額（配当割、株式等譲渡所得割控
除額）を管理（参照、登録、修正、削除）できること。」を削除することについては、WTに
て必要との意見が多かったためこのままとする。

【提案】APPLIC見解にある納期特例については、WTにて収納側で仕様化すべきという意見が
あったため、このままとする。

【提案】全国意見を踏まえ固定資産税の名寄せについて、「共有分を名寄せし」を「納税義
務者を検索した時、その納税義務者人が代表者となっている共有分を名寄せし」に修正す
る。

【提案】みなし申告対象者を把握したい意見に対応し、機能を追加する。

６．その他 171 「退職所得の調定情報、控除超過額（配当割、株式等譲渡所得割控除額）を
管理（参照、登録、修正、削除）できること。」における、
退職所得の控除超過額（配当割、株式等譲渡所得割控除額）について収納シ
ステムでの管理が必要でしょうか。参照のみであれば賦課システムを確認す
ることでも対応可能と考えます。

納期特例の調定情報連携については賦課システム側の仕様に依るかと思いま
す。収納側に記載必要でしょうか。賦課側の仕様として納付月に調定額が設
定されるよう記載されている必要があると思います。

「退職所得の調定情報、控除超過額（配当割、株式等譲渡所得割控除額）を管理
（参照、登録、修正、削除）できること。」を削除

0030 1.1.3. 税額更正取込

各課税システムから税額更正データ（個人住民税（特別徴収（給与、年金）・普通徴収）(給与特徴・年金特徴、普通徴収)、
法人住民税、固定資産税、軽自動車税）を受け取り、調定情報として取り込めること。固定資産税については、固定資産税と
都市計画税の内訳も取り込めること。
取り込む期間について、税目単位に即時・日次・月次のを任意に指定をできること。
取り込んだ際にエラーが発生した場合、エラー内容を把握できること（エラーが発生しない構造の場合、この限りでない）。

3732
4560
3498

【事務局】APPLIC修正案にある４税以外については、標準仕様書の対象外。

【提案】全国意見を踏まえて、以下の要件を追加する。
・個人住民税の区分について、個人住民税(特別徴収（給与、年金）、普通徴収)とする。
・1.1.2の税目固有の要件は更正分の取り込みも同様である旨を補記する。
・「即時・日次・月次の指定をできること。」を「即時・日次・月次を任意に指定をできる
こと。」とする。

６．その他 90
※前回からの再
掲

188

＜前回からの再掲＞
各税目の記載は自明のため不要と考えます。また取り込む期間については課
税の考え方によるため、指定を行うのであれば税目単位にどの頻度とするか
指定すべきと考えます。エラーが発生した場合の記載についてはどの要求に
対しても同様と考え、あえて更正に関する調定取込のみ記載する必要はない
かと考えます。

例えば、介護保険料の標準化の資料（介護保険システム等標準化検討会【資
料３】）には、保険料収納を介護保険システム以外で運用することも選択肢
として想定されています。
介護保険システム以外で運用するという場合、税とは異なる別の収納システ
ムとは考えにくく、当収納システムで運用することを想定しているものと思
います。このため、「実装してもしなくても良い機能」に追記することを提
案いたします。

各課税システムから税額更正データを受け取り、調定情報として取り込めること。

●実装してもしなくても良い機能
個人住民税（特別徴収・普通徴収）、法人住民税、固定資産税、軽自動車税以外の
科目の賦課データも受け取り調定情報として取り込めること。

0040 1.1.4.

現年分、過年分の調定情報の異動履歴を照会できること。
異動前後の差額が照会できること。
調定情報が異動になった対象者を把握できること。
給与特別徴収義務者の調定に異動があった場合、異動の対象を参照できること。

6655 【提案】全国意見を踏まえて「異動前後の差額が照会できること。」を追加する。

0050 1.1.5. 収納情報管理

納税義務者ごとに調定情報・納付情報・充当予定情報が照会できること。納付情報には、充当予定情報も含まれること。
納税管理人の有無の確認できること。
複数税目の情報がある場合は、名寄せして表示されること。

納税管理人が設定されている場合は、名寄
せして表示されること。
年金保険者である場合は、その旨が表示さ
れること。

充当予定情報は、二重納付・督促発送等を防止するために収納
情報の照会画面で必要と想定している。

3455
7081
3524

【提案】全国意見を踏まえ、以下の通り修正・追加する。
・充当予定情報について、納付情報に含めると証明書にも反映されてしまうため、表記を修
正
・納税管理人の有無の確認できることを追記
・複数税目の情報がある場合は、名寄せして表示されること。
・年金保険者を収納照会画面で確認できるよう、オプションで追加

0060 1.1.6.

税目、会計年度、収入年度、収納月・日、領収月・日、期別単位で納付毎の収納状況が期間を指定して照会できること。
照会結果は一覧で抽出できること。

3281
3456
4562

【提案】全国意見を踏まえて、月別、領収日、期間指定を追加する。

0070 1.1.7.

納税義務者、税目、年度、期別ごとに督促、執行停止、不納欠損等の処分情報を照会できること。 3518 【提案】全国意見を踏まえ「税目、年度、期別」を追加する。

0080 1.1.8. 未納情報管理

納期限・税目・抽出期間を指定し、未納者台帳を作成できること。
同一納税義務者が含まれる場合は、名寄せして表示できること。
世帯員や固定資産税の共有者、個人住民税(特別徴収)の特別徴収事業所で名寄せして表示できること。

3457 【提案】全国意見を踏まえ「抽出期間」を追加する。

0090 1.1.9.

納税管理人・相続人等の代納を行っている義務者が納めるべき未納額・納期到来未納額を表示できること。
納税義務者が他の納税義務者の納税管理人・相続人等の代納を行っている場合、その納税義務者が納めるべき未納金額・納期
到来未納額をまとめて表示すること。

632 【提案】全国意見を踏まえ表現を修正する。

0100 1.1.10. 履歴表示

納税義務者別に調定履歴、納付履歴（速報により仮消込含む）、納付方法、過誤納金の還付充当履歴・時効履歴、滞納履歴、
発行した通知書類（納付書、督促状、口座振替不能通知、口座再振替通知）が表示されること。
調定履歴、納付履歴については完納後のデータについても表示されること。
速報の履歴については、確報の履歴で更新できること。

同一期別に複数納付（分納、充当差額等）があった場合、収納額を納付日毎に管理できること。

収納チャネル（一般納付（OCR・パンチ）、口座振替、コンビニ収納、クレジット、マルチペイメントネットワーク、共通納
税、年金特別徴収、スマホ払い）を管理できること。
口座振替については、納付された金融機関情報、コンビニ納付については、コンビニ店舗・支店情報を管理できること。

これらは完納後のデータについても表示されること。

税目、納付日等の条件を指定して納付履歴の明細を出力できること。

納付された金融機関の支店情報を管理でき
ること。

634
2965
1085
3649
6634
7680

【提案】全国意見を踏まえ、以下の要件を追加・修正する。
・表示項目に「還付時効履歴」「口座再振替通知」を追加する。
・複数納付の管理における「納付日毎」を「納付毎」とする。
・収納チャネルを管理できることを追加する。
・「これらは完納後のデータについても表示されること。」を追加する。
・「税目、納付日等の条件を指定して納付履歴の明細を出力できること。」を追加する。

0110 1.1.11. メモ管理

個人納税義務者別に連絡事項を管理（参照、登録、修正）できること。
また、閲覧・更新権限（所属、職位）の設定ができること。

3417 【事務局】「個人」を「納税義務者」に修正する。

0120 1.1.12.
DV等支援情報
管理

個人納税義務者別にDV等支援情報を管理（参照）できること。
また、閲覧権限（所属、職位）の設定ができること。

5958 【事務局】「個人別」を「納税義務者別」に修正する。
【事務局】1.1.12.～1.1.14.は、共通要件へ集約する。

0130 1.1.13.

DV支援措置等情報を管理する専用のサブシ
ステム（宛名管理・住民記録システム等も
含む）より、DV等支援情報を連携できるこ
と。

DV支援措置等情報を別システムで管理するケースを想定してい
る。

5959 【提案】専用のサブシステムについて、宛名、住民記録なども包含されることを補記する。

0140 1.1.14. 要注意者管理

個人別に要注意者情報を管理（参照、登録、修正）できること。
また、閲覧・更新権限（所属、職位）の設定ができること。

0150 1.1.15. 納期限管理

各課税システム側から法定納期限の情報が連携され、納期限が設定されること。
また、任意に納期限を変更できること。

6897 【提案】APPLIC修正案にある「また、任意に納期限を変更できること。」を「実装してもし
なくても良い機能」とすることについては、WTにおいてもイレギュラー対応やコロナの納付
猶予などでの利用想定であったため、このままとする。

【提案】全国意見を踏まえ「督促状発送後に変更しようとした場合は、アラートが表示され
ること。」を追加する。

３．要件緩和を
希望（機能）

85
※前回からの一
部再掲

177

「また、任意に納期限を変更できること。」 について
納期限の変更は課税側が主導で行うべきと考えます。収納側での変更は不整
合の元である点、当該調定に課税側から再度の異動があれば元に戻り、収納
側の変更が失われる点から、望ましくないと考えます。

「また、任意に納期限を変更できること。」を「実装してもしなくても良い機能」
とする。

APPLIC税TFご記入欄

機能名称 備考 課題No. 課題・見解 修正案分類
意見照会
関連意見

WT論点
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実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能

APPLIC税TFご記入欄

機能名称 備考 課題No. 課題・見解 修正案分類
意見照会
関連意見

WT論点

2. 収納

2.1. 入金・消込処理

0160 2.1.1.
消込用データ
の管理

各納付手段（一般納付（OCR・パンチ）、口座振替、コンビニ収納、クレジット、マルチペイメントネットワーク、共通納
税、年金特別徴収、振替MT、地方税納入サービス）の納付データを取り込めること。
取り込んだ納付データを元に、各税目の消込データを作成できること。
消込用データの項目として、中間標準レイアウトの項目に加えて収入日、消込処理日、領収日、納付書種別、共通納税番号が
管理できること。

消込用データをもとに財務会計システムにおける消込用データまたはリストを作成できること。

合算納付書に対応した納付データの取込ができること。

滞納管理システムから充配当データを収納システムに連携できること。

契約相手方（収納代行業者、金融機関等）とのインターフェース調整を行えること。

速報データの集計機能を有すること。

全期前納の納付書は、期別ごとの消込となること。

固定資産税の内訳が把握できること。

クレジットカードやコンビニ納付などで複数回の納付があった場合、複数納付データを管理し、2回目以降の納付は過誤納と
なること。

滞納管理システムからの充配当データの連携は、滞納管理シス
テムで管理する充配当情報を連携させて消込を行うことを想定
している。

パッケージが備えるOCRのインターフェースに合わせて、OCR
の処理を対応いただく想定。

3464
2806

2975
3909
3737
3735

2956

4726
3523

【提案】速報データの集計機能を有すること。
【提案】「消込用データをもとに財務会計システムにおける消込用データを作成できるこ
と。」→「消込用データをもとに財務会計システムにおける消込用データまたはリストを作
成できること」に修正する。
【提案】振替MTの納付データの取込ができるよう追加する。
【提案】消込用データを消込処理日毎に確認したい要望があり、消込処理日を追加する。
【提案】地方税納入サービスの納付データの取込ができるよう追加する。
【事務局】パッケージが備えるOCRのインターフェースに合わせて、OCRの処理を対応しても
らうよう、備考欄に追記した。
【事務局】地方税滞納整理機構とのデータ連携については、記載方法を事務局で検討する。
【提案】財務会計と連携できるよう追加する。
【提案】全期前納の納付書は、期別ごとの消込となるよう追加する。
【確認】全期前納の納付書について、期別ごとの消込となる運用で問題ないか。
【提案】固定資産税の内訳についても把握できるよう追加する。

【提案】複数納付の管理についてAPPLICより対応可能との回答があったため追加する。

0161 2.1.2.

【指定都市要件】
消込データの項目として行政区を管理できること。

６．その他 178 消込データの行政区は、必ずしも必要ではないと考えます。
各自治体の運用にもよりますが、消込後に消込先調定の行政区の収入として
計上し、消込エラー分は予め定めた科目に一旦計上する運用も考えられま
す。

「消込データの項目として行政区を管理できること。」を「実装してもしなくても
良い機能」とする。

0170 2.1.3.

取り込んだ納付データの照会・修正ができること。取り込んだ消込データの照会・修正・削除ができること。
修正は、収入日、領収日、税目、通知書番号、納付済通知書を一意に特定する番号、納付区分（入金、配当等の区分）、調定
年度、会計年度で抽出特定し、納付の取消・修正ができること。また、期間を指定し、修正履歴の一覧が抽出できること。

消込処理前の収入集計表を出力できること。
出納閉鎖期間において、会計年度を分けた収入集計表が作成できること。

任意の納付データの追加ができること。

仮消込の対象を把握できること。

また、期間を指定し、修正履歴の一覧が
抽出できること。

消込前に納付データを修正する機能として要件を加えている。
（OCRの読み取り間違いなどを修正することを想定している）

638
3740
7230

【確認】出納閉鎖期間中、会計年度ごとに収入集計表を出力できる必要性はあるか。
【提案】任意の納付データの追加ができるよう追加する。
【提案】仮消込の対象を把握できるよう追加する。
【事務局】右記APPLIC意見に対応した。

６．その他 100
※前回からの一
部再掲

消込前データの機能要件として「取り込んだ消込データの照会・修正・削除
ができること。」でよいと考えます。

抽出対象項目として「税目、通知書番号、納付済通知書を一意に特定する番
号、納付区分（入金、配当等の区分）、調定年度、会計年度」が追加されて
おり、対象調定（納付）を一意に特定するための意図として汲み取れます
が、"抽出"という表現が検索条件として備えるべき機能であるように読み取
れますので、"特定"とされてはいかがでしょうか。

修正履歴の一覧が抽出できることについては、消込前データに対する修正履
歴の意であれば、削除をご提案いたします。
修正内容を確認するには、消込前データに関する修正履歴のデータ管理が必
要となりますが、エラーリスト等の精度を上げて誤認を防止し、エラー修正
画面のチェックも徹底することで、事後に修正内容の確認を要するような
ケースはあまり発生しないものと考えます。

「取り込んだ納付データの照会・修正ができること。」を「取り込んだ消込データ
の照会・修正・削除ができること。」に修正

「修正は、収入日、領収日、税目、通知書番号、納付済通知書を一意に特定する番
号、納付区分（入金、配当等の区分）、調定年度、会計年度で抽出し、納付の取
消・修正ができること。」を「修正は、収入日、領収日、税目、通知書番号、納付
済通知書を一意に特定する番号、納付区分（入金、配当等の区分）、調定年度、会
計年度で特定し、納付の取消・修正ができること。」

「また、期間を指定し、修正履歴の一覧が抽出できること。」を削除

0180 2.1.4.

消込処理前に、消込データのエラーチェックを行い、論理矛盾がある場合はエラーとなること。

エラーチェック結果を期間指定により照会できること。

【事務局】右記APPLIC意見に対応した。 ６．その他 168 「エラーチェック結果を期間指定により照会できること。 」について
消込処理前のエラーチェックであることが明記されているため、エラー
チェック結果を「期間指定」により照会できる要件は不要であると考えま
す。

エラーチェック結果を期間指定により照会できること。
↓
エラーチェック結果を照会できること。

0190 2.1.5.

エラーチェック後に消込データの修正ができること。
修正は、収入日、領収日、納付済通知書を一意に特定する番号で抽出し、納付の取消・修正ができること。

0200 2.1.6.
消込処理（一
般納付）

一般納付（OCR・パンチ）の消込処理ができること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。

窓口で納付があった場合、本税、延滞金の仮消込の登録ができること。

収納履歴について、手動で修正できること。

法人住民税の均等割・法人税割額の納付内誤りの場合、内訳の入れ替えができること。

窓口納付で領収書をシステム出力した期別
について、自動で仮消込になること。
窓口で納付があった場合督促手数料の仮
消込の登録ができること。

窓口納付の際、実装すべき機能ではオンライン登録により仮消
込状態にすることを想定している。
実装してもしなくても良い機能では、収納システムから領収書
を出力し、それを契機として仮消込状態になることを想定して
いる。

4564 【提案】本税、延滞金、督促手数料を仮消込対象にできるよう追加する。
【事務局】仮消込について、詳細な金額を定義しないケースがあり得ると考えているが、一
部納付の仮消込は一般的に実装されているか、APPLICに確認する。
実装可能であれば、一部納付も管理できるよう追加する。

６．その他 179 ＜参考意見　※STFでの合意は得られず１社からの意見＞

「法人住民税の均等割・法人税割額の納付内誤りの場合、内訳の入れ替えが
できること。」という一文は、納付額としての内訳（均等割・法人税割）の
管理を前提としています。
しかし、納付額としての内訳（均等割・法人税割）管理を必須とする必要は
ないと考えます。
仮に納付額の内訳を管理すると、たとえば過誤納額が発生して一部を他所
（他税目を含む）に充当して残額を還付した場合、その各々に至るまで内訳
の管理が必要となり、システム処理をいたずらに複雑化させる一方、特に必
然性やメリットが思い当たりません。
＜修正案＞
「法人住民税の均等割・法人税割額の納付内誤りの場合、内訳の入れ替えが
できること。」の一文を削除する。あるいは「実装してもしなくても良い機
能」に移す。

－

0210 2.1.7.
消込処理（口
座振替）

口座振替の消込処理ができること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。
口座振替の公金日を管理できること。

全期前納で第１期に年税額が口座振替となった場合、自動的に各期に分割して消込できること。

6

2968

【事務局】全期前納分の口座振替の実現方法について、APPLICに確認。全銀協の口座振替請
求ファイルフォーマットに「期別情報」がないため、第1期に全額が収納される自治体があ
る認識である。
【提案】口座振替の消込時の公金日を確認できるよう追加する。

0220 2.1.8.
消込処理（年
金特徴）

個人住民税年金特別徴収の消込処理ができること。
年金保険者毎に収入日を設定して、消込みが可能であること。
消込処理の結果、年金保険者別の納付額を集計できること。
年金保険者ごとに、依頼データと入金データの突合チェックができること。

給与特別徴収については、一般納付に包含されることとし、本
項では言及しない。

2969 【提案】年金保険者単位で依頼データと入金データの突合チェックができるよう追加する。

0230 2.1.9.
消込処理（コ
ンビニ納付・
スマホ払い）

コンビニ納付の消込処理ができること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。
本税と延滞金をそれぞれの調定に対して消込できること。

スマホ払いについて、使用した電子マネーの種別が納付区分として識別できること。店舗コードを簡便に追加できること。
契約相手方（収納代行業者、金融機関等）とのインターフェース調整ができること。

2138 【提案】スマホ払いのサービス名を統計などで管理できるよう追加する。 ６．その他 136 「契約相手方（収納代行業者、金融機関等）とのインターフェース調整がで
きること。」は「機能要件」ではなく「ベンダの役割」として記載されてい
ないでしょうか。
機能としての、「特定のインターフェースのみではなく、複数のインター
フェースでの取り込みに対応できること」ということであれば理解できます
が、どのベンダについてもインターフェースが異なる場合は都度対応を行っ
ていると思いますので、あえて記載する必要はないと考えます。
＜補足＞
自治体とベンダ、自治体と代行業者の契約次第で上記の調整方法は異なると
思いますが、記載することで「調整はベンダが行うべき」と誤解される恐れ
がある。

要件削除
「契約相手方（収納代行業者、金融機関等）とのインターフェース調整ができるこ
と。」

0240 2.1.10.

消込処理（マ
ルチペイメン
トネットワー
ク・クレジッ
ト納付）

納付書発行データ（請求データ）をサービス事業者へ登録できること。

クレジット、マルチペイメントネットワークの消込処理ができること。
消込処理の結果、集計表が作成できること。
継続払い・都度払いに対応できること。
本税と延滞金をそれぞれの調定に対して消込できること。

クレジット払いの申込者・契約者情報の登録、参照、抽出、修正等ができること。
また、一覧表を作成できること。

契約相手方（収納代行業者、金融機関等）とのインターフェース調整を行えること。

1560

5966

【提案】2.1.9.記載の「本税と延滞金をそれぞれの調定に対して消込できること。」を本機
能にも追加する。
【事務局】「サービス事業者」「契約相手方」の表記の精査を行う。

６．その他 137 「契約相手方（収納代行業者、金融機関等）とのインターフェース調整を行
えること。」は「機能要件」ではなく「ベンダの役割」として記載されてい
ないでしょうか。
機能としての、「特定のインターフェースのみではなく、複数のインター
フェースでの取り込みに対応できること」ということであれば理解できます
が、どのベンダについてもインターフェースが異なる場合は都度対応を行っ
ていると思いますので、あえて記載する必要はないと考えます。
＜補足＞
自治体とベンダ、自治体と代行業者の契約次第で上記の調整方法は異なると
思いますが、記載することで「調整はベンダが行うべき」と誤解される恐れ
がある。

要件削除
「契約相手方（収納代行業者、金融機関等）とのインターフェース調整を行えるこ
と。」

新規
消込処理（共
通納税）

共通納税の消込処理ができること。（退職所得分離課税分を含む）
消込処理の結果、集計表が作成できること。
「納付情報管理ファイル」「納税情報ファイル（納付日ベース）」「納付情報ファイル（収入日ベース）」の取り込み、
管理ができること。

納付情報管理ファイルに含まれる納税者IDから、システム内の納税義務者を特定し、紐づけしている通知書番号（指定番
号）を自動的に補い、納付情報管理ファイルに含まれている指定番号情報の有無にかかわらず、自動的に補った通知書番
号（指定番号）を基に消込できること。

2889
6661

【提案】新規に共通納税分の固有要件を記載した。
【事務局】APPLICに確認。仕様書（共通）1.6.4.「eLTAX納税者IDの管理」の仕様を活用
し、納付情報管理ファイルに含まれる納税者IDから、システム内で紐づけしている通知書番
号（指定番号）を自動的に補い、納付情報管理ファイルに含まれている指定番号情報の有無
にかかわらず、自動的に補った通知書番号（指定番号）を基に消込できるか。
→対応可能との回答のため追加します。

0250 2.1.11.
消込処理に伴
う延滞金計算

消込処理により、納付額（本税・延滞金）が最新の状態となること
消込処理により、確定延滞金の確定変更が自動で行われること。また、延滞金調定額が1円以上で確定・変更になった対象者
リストが出力されること。
消込処理により、調定≦納付額となった場合に、確定延滞金調定額の計算を行うこと
地方税法の規定に従い、確定延滞金が計算されること

消込処理により、納付額（督促手数料）
が最新の状態となること

4569

5684
6638

【提案】延滞金調定額は0円で確定することもあるため、1円以上のリストが出力できるよう
な記載に修正する。
【提案】督促手数料について追加する。
【提案】調定額2,000円未満の場合、延滞金が加算されないケース等、地方税法の規定に
従って確定延滞金が計算されるよう追加する。
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【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理
仕様書たたき台

実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能

APPLIC税TFご記入欄

機能名称 備考 課題No. 課題・見解 修正案分類
意見照会
関連意見

WT論点

0260 2.1.12.
調定がない場
合の消込（法
人住民税）

法人住民税において、調定情報がない場合においても、課税側から収納側に調定情報が連携されるまでは、納付を保留扱いと
すること。調定情報連携後に自動で消し込まれること。
法人住民税において調定情報がない場合、課税側から収納側に調定情報が連携されるまで納付を保留扱いとする、または
暫定的な消込扱いとする（ただし過誤納扱いとしない）こと。
調定情報連携後、消込処理されること、または正規の消込扱いとなること。
保留、暫定的な消込扱の対象者を把握できること。

消込結果は法人税割、均等割に振り分けできること。

予定納税の額が、確定申告で決定した額との差額が生じた際、その差額が未納又は過誤納扱いとなること。

これらについて、共通納税による納付についても同様であること。

646

6901
8

2808

【提案】APPLIC修正案内で、納付の保留扱い、暫定的な消込扱等で未調定分の消込の管理を
行うため、その対象者を把握できる機能を追加する。
【提案】予納額＞確定額の場合も考えられるため、過誤納も追加する。
【確認】調定情報が連携される前の納付について、保留状態となっている場合、日計／月計
表に反映されるかどうか、現行の運用を確認。全国意見照会では保留状態であっても、シス
テム上の日計額と、財務会計上の日計額を常に一致させたいという意見。
【提案】共通納税でも同様の対応となるように追加する。
【事務局】右記APPLIC意見のとおり「法人住民税において調定情報がない場合、課税側から
収納側に調定情報が連携されるまで納付を保留扱いとする、または暫定的な消込扱いとする
（ただし過誤納扱いとしない）こと。調定情報連携後、消込処理されること、または正規の
消込扱いとなること。」に修正した。
※APPLIC修正案から「自動で」を削除したが、意見3987で、表現に幅を持たせるため削除し
ている。

６．その他 169

176

「法人住民税において、調定情報がない場合においても、課税側から収納側
に調定情報が連携されるまでは、納付を保留扱いとすること。調定情報連携
後に自動で消し込まれること。 」について、納付（消込）を「保留」とし
ておく（未消込である）ことで、日計確認、月計確認、年計確認時の差異と
なることが想定されるため、納付（消込）を保留するよりも、過誤納整理を
「保留」できるようにする仕組みのほうが運用にあっているとの意見に対
し、
消込の用語の定義の問題になるかと思いますが、弊社システムでは調定情報
に対して納付を対応させることを消込としてますので、調定情報がない場合
には消込ができません。
現状の表現（納付を保留）、もしくは「消込を保留」としていただきたいで
す。
との意見で一旦原案どおりとしたが、下記の理由により修正案を提出するこ
ととした。

納付の保留扱いのみを唯一の仕様とするのではなく、調定情報がなくても一
旦消込扱いにする（ただし過誤納扱いとしない）という選択肢を設けてもよ
いものと考えます。
特に年次決算前に「納付はあるが申告がない状態」となった場合、納付の保
留扱いしかできなければ、決算への支障も考えられます。

法人住民税において調定情報がない場合、課税側から収納側に調定情報が連携され
るまで納付を保留扱いとする、または暫定的な消込扱いとする（ただし過誤納扱い
としない）こと。
調定情報連携後、自動で消込処理されること、または正規の消込扱いとなること。

0270 2.1.13.
調定がない場
合の消込（個
人住民税）

個人住民税において、退職分離課税分は、納付額＝調定額として調定情報を作成して、消込を行えること。
作成された調定情報の一覧を出力できること。

個人住民税において調定情報がない場合、退職分離課税分の消込を行えること。
退職分離課税分の調定情報を作成できること。
調定情報連携後、消込処理されること、または正規の消込扱いとなること。
保留、暫定的な消込扱の対象者を把握できること。
個人住民税本体と退職分離課税で内訳に誤りがある場合、内訳の移動ができること。
調定を作成するタイミングについて、任意に設定できること（公金日等）

納付額＝調定額として調定情報を作成し
て、消込を行えること。

4689

5749

【提案】個人住民税本体と退職分離課税で内訳に誤りがある場合、内訳の移動ができよう追
加する。
【提案】調定を作成するタイミングについて、任意（公金日等）に設定できるよう追加す
る。
【事務局】右記APPLIC意見に対応した。

６．その他 170 「納付額＝調定額として調定情報を作成して、消込を行えること。」とあり
ますが、調定額は申告された情報から決定すべきものであると考えますの
で、納付額＝調定額として自動登録する要件は標準仕様としては不適切では
ないかと考えます。

＜実装すべき機能＞
「個人住民税において、退職分離課税分の消込を行えること。
　退職分離課税分の調定情報を作成できること。」
＜実装してもしなくても良い機能＞
「納付額＝調定額として調定情報を作成して、消込を行えること。」

0280 2.1.14.
コンビニ速報
/MPN速報

コンビニ納付・マルチペイメントネットワーク納付、クレジット納付、スマホ払い、共通納税の速報データを取り込み、管
理（参照）できること。取り込んだ際、仮消込できること。

5590
4571

5651
2970

5968

【提案】クレジット速報についての記載を追加する。
【事務局】APPLICに、速報データに納付場所（コンビニ支店等）を含めることができるか確
認。
【提案】スマホ払い、共通納税についての記載を追加する。
【確認】同一の納付書で複数納付される場合等を把握するため、速報データの履歴管理機能
の要望がありますが、必要性が高いでしょうか。
【提案】仮消込となることを明示する。

0290 2.1.15.

速報データに対する取消データが連携された場合は、速報データを削除できること。

0300 2.1.16.
消込エラー抽
出処理

全ての収納チャネルについて、消込処理でエラーが発生した場合、年度・税目・期間・収納チャネル指定をして収納消込エ
ラーのリストが出力できること。
エラー修正後、再消込処理ができること。

エラー状態は保留状態として管理し、エラー修正または調定連動後に再消込処理ができること。保留状態のリストが出力で
きること。

2029
2890
5123

【提案】収納チャネルを抽出条件に追加する。
【提案】保留状態のリストが出力できるよう追加する。
【提案】「全ての収納チャネルについて」を付記する。

0310 2.1.17.
日計/月計表
作成

収入日（公金日）・会計年度毎に税目の収入金の集計表（日計表）の確認ができること。
日計表において現年・繰越・賦課年度での抽出ができること。
日計表において本税・督促手数料・延滞金・還付額・充当額の内訳が確認できること。
日計表において収納チャネル別・支払期別ごとの内訳が確認できること。
日計表は、消込日当日から出力できること。また、日付を指定して出力できること。
日計表は、出納閉鎖期間中は旧年度・新年度ともに出力できること。

収入日（公金日）・会計年度毎に税目の収入金の集計表（月計表）の確認ができること。給与特徴分については、出納閉鎖
期間／それ以外を分けて内訳を作成できること。
月計表において現年・繰越・賦課年度での抽出ができること。
月計表において税目ごとの件数、税額（本税・督促手数料・延滞金、純未済額）、各税目の割の内訳が確認できること。
月計表において収納チャネル別・支払期別ごとの内訳が確認できること。
月計表は、出納閉鎖期間中は旧年度・新年度ともに出力できること。
月計表においては、滞納繰越分を年度別に出力できること。

退職分離課税分の調定情報を集計できること。

普通徴収において、年金特徴を区別でき
ること

都道府県税と市区町村税について、按分
率を指定して日計表/月計表が作成できる
こと、固定資産税と都市計画税も同様に
作成できること

軽自動車税について旧法／新法の内訳把握ができる想定 5634
650
651
1562

3470
6434

7371

5685
2142
2142

【提案】還付額・充当額の追加を検討する
【提案】月計表において件数と金額は把握できる旨を追加する。
【提案】各税目の割の内訳が集計されるよう追加する。
【提案】備考欄に、軽自動車税について旧法／新法の内訳把握ができるよう記載。
【提案】賦課年度での抽出も可能となるよう追加する。
【事務局】平成18年度以前、19年度以降で、市町村民税／都道府県税の内訳が変わったた
め、別集計する自治体が見受けられる。原パッケージで実装されているか、APPLICに確認す
る。
【提案】期別単位の集計を追加する。
【提案】日計表についても出納閉鎖期間中は旧年度・新年度ともに出力できるよう追加す
る。
【提案】給与特別徴収分については、6月～3月分と45月分を分けて内訳を作成できるよう、
追加する。
【提案】月計表においては、滞納繰越分を年度別に出力できるよう追加する。
【提案】普通徴収において、年金特徴を区別できるよう追加する。
【確認】給与特徴分について、賦課年度での抽出機能の必要性は高いか確認

【提案】共通要件で検討していた按分について、収納側で定義します。

0320 2.1.18.

収入金更正等内訳（財務会計）：指定した期間（処理日）別に地方自治法施行規則第１５条別表（現年滞繰別税目別）の「ど
この項目から」「どこの項目へ」収入金を移したか、本税、延滞金ごとに、金額と件数の情報が得られること
　・税目及び現年滞繰の収入金誤りを修正（金額の訂正）
　・違う税目等へ収入した場合の修正（税目・年度の修正）
　・ある「税目・現年滞繰」から別の「税目・現年滞繰」へ充当（税目別・年度別の収入金振り替え）
　・歳入から還付（税目別・年度別の収入金の支出）
　・歳出から還付（税目別・年度別の収入金の支出）
　・歳入還付しようとしたが、還付できず収入金を戻入（税目別・年度別の収入金の支出）

督促手数料毎に、金額と件数の情報が得
られること

652
76
3471

【提案】本税、延滞金、督促手数料毎に情報が得られるような記載とする。
【提案】歳出還付についての記載を追加する。
【事務局】固定資産税の償還金（固定資産税の変更に伴う過誤納金）について、日計表、月
計表に記載するケースはあるか。記載する場合、どのような機能が必要となるかを、APPLIC
に確認する。
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実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能

APPLIC税TFご記入欄

機能名称 備考 課題No. 課題・見解 修正案分類
意見照会
関連意見

WT論点

2.2. 口座振替処理

0330 2.2.1. 口座情報管理

宛名、期別、通知書番号、対象税目毎に、口座情報（宛名番号、税目コード、口振種別振替種別、金融機関コード、支店
コード、口座種別、口座番号、名義人氏名、名義人住所、振替開始日、振替終了日、口座申請日、停止開始日、停止終了日）
を管理（参照、登録、変更、停止、廃止、削除）できること。口座情報管理（登録、変更、停止、廃止）のそれぞれの事由
を管理できること。
名義人氏名については、全銀協フォーマットの文字制限に対応すること。
口座振替情報を一意に特定できる番号を管理できること。

固定資産税、軽自動車税の口座は課税客体／宛名単位で管理できること。車両番号を管理できること。

登録の際、登録履歴より参照作成ができること。
複数の税目で使用される口座がある場合、一括で登録・修正ができること。

停止口座を含めて、履歴を管理できること。

未来日で振替口座を変更することができること。

口座振替可能な金融機関情報を管理できること

【実装しない機能】
口座情報を管理できる税目数を制限しないこと。

口座振替の申込データ取り込みができる
こと。

口座情報用のメモ機能を有すること。

口座振替の停止について、期別を指定
し、口座振替を停止できること。

2460
2462
2463
2465
2467

2469

2471

2735

2891

4576
5429

6851
3743
10

2481

【提案】宛名毎でも管理できた方が良いため、表現を修正する。
【提案】停止開始日、停止終了日を追加する。
【提案】中間標準レイアウトの記載に合わせ、「口振種別」→「振替種別」に修正する。
【提案】未来日で振替口座を変更することができるよう追加する。
【提案】過去のWTで確認した、「不動産を複数の行政区に所有している場合、区ごとに賦課
根拠が異なる運用」「所有分すべての軽自動車税に同一の口座が紐づけられ、車両単位で振
替データを作成運用」のいずれにも対応できるよう、新規機能の追加、宛名単位での管理を
追加する。
【提案】口座情報管理（登録、変更、停止、廃止）のそれぞれの事由を管理できるよう追加
する。
【提案】名義人氏名については、全銀協フォーマットの文字制限に対応するよう追加する。
【提案】口座振替の申し込みについては、Web経由やデータのパンチ委託が考えられるた
め、データ取り込みについて実装してもしなくても良い機能として追加する
【確認】特定の期別を選択して停止する機能は必要性が高いか。停止開始日、停止終了日を
追加することで対応可能と思われるが、現行の機能と比較してご意見を頂戴したい。
【提案】税目数の制限を設けないよう、記載を追加する。
【提案】口座情報管理でのメモ機能について、実装してもしなくてもよい機能として追加を
検討
【提案】口座を完全に削除できる機能を追加する。
【提案】軽自動車の口座情報では、車両番号を管理できるよう追加する。
【提案】口座振替情報を一意に特定できる番号を管理できるよう追加する。
【提案】金融機関情報の管理機能の追加する
【提案】期別、通知書番号ごとに口座情報を管理できる機能を追加する。
 

【提案】ベンダより、「口座個別の名義人住所は課税・収納業務上必要ない ことから、現
状システム管理していないシステムも多い」との指摘を受けたため削除します。

新規

【指定都市】
行政区ごとに賦課根拠が異なる場合、行政区毎に管理できること

0340 2.2.2.

口座情報（口座名義人など）で口座を指定し、誰のどの税目が振替対象となっているか確認できること。 4269 【提案】口座名義人での抽出機能を追加する。

0350 2.2.3.

固定資産税の物件を指定し、どの口座で振替対象になっているか確認できること。

宛名番号・税目・納税通知書番号・納税義務者を指定し、どの口座で振替対象になっているか確認できること。

（相続人代表者に口座振替の手続きを依頼するために、）固定資産の所有者変更、持分割合変更等の対象者を抽出できるこ
と。

600
6852

【提案】相続人を広く対象とするため、「代表者」を削除する。
【提案】宛名番号でも指定できるよう追加する。
【事務局】右記APPLIC意見に対応した。

６．その他 88
※前回からの一
部再掲

＜前回からの一部再掲＞
「固定資産税の物件を指定し、どの口座で振替対象になっているか確認でき
ること。」について、物件指定による口座の確認は不要と考えます。物件単
位の賦課ではないと思いますし、確認の起点が物件としても、納税義務者か
らの確認ができれば十分と考えます。
２行目に納税通知書番号が含まれていることから、１行目の物件指定の要件
が包含されるものと考えられることから、１行目の文章は削除して問題ない
と考えます。
また、２行目について、複数の税目で同一の納税通知書番号となる可能性を
考慮し、「税目・納税通知書番号・納税義務者を指定し、どの口座で振替対
象になっているか確認できること。」としてはいかがでしょうか。

１行目「固定資産税の物件を指定し、どの口座で振替対象になっているか確認でき
ること。」削除

２行目「税目・納税通知書番号・納税義務者を指定し、どの口座で振替対象になっ
ているか確認できること。」に修正

0351 2.2.4.

【指定都市要件】
対象税目毎に、口座情報の（宛名番号、行政区、税目コード、口振種別、金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番
号、名義人氏名、名義人住所、振替開始日、振替終了日、口座申請日）を管理（参照、登録、変更、停止、廃止）できるこ
と。
区間異動があった対象者を抽出できること。

【提案】行政区以外は、一般市と同様のため削除します。

0360 2.2.5.
口座振替依頼
書作成

登録された口座情報に基づき、金融機関別に期別で口座振替依頼データを作成できること。全期前納もしくは期別を指定して
できること。
振替日、税目ごとの振替依頼件数、金額が金融機関別に確認できること。
口座振替情報を一意に特定できる番号を管理できること。

口座振替依頼データは金融機関別に作成できること。全銀協フォーマットで作成可能なこと。
ただし、自治体の契約する指定金融機関等の仕様に対応できること。

指定した期別以外に、随時振替ができること。

除外条件に基づき、口座振替依頼データの作成除外ができること。除外条件は、税目及び期別単位で判定されること。
想定する除外条件：対象期別納付済、分割納付中、徴収猶予中、執行停止中、繰上徴収、仮消込中
データ除外したリストを作成できること。データ除外された状況を確認できること。
個別にデータ除外ができること。

口座情報をもとに抽出し、伝送未対応の
金融機関向けに、口座振替依頼書の帳票出
力ができること

口座振替依頼データは「ゆうちょ」と「ゆ
うちょ以外の金融機関」等任意のグループ
に集約して作成できること

7151
2010

2476

2741

6439

5753

6907
7086
7237
3744

【提案】口座振替情報を一意に特定できる番号を追加する。
【提案】口座情報をもとに抽出し、口座振替依頼書を一括出力できるような記載に修正す
る。
【確認】対象税目の過年度分に執行停止期別がある場合、口座振替を行わない運用は一般的
か確認。
【提案】分割納付中の判定は期別単位、徴収猶予中の判定は税目単位等分かれるため、除外
条件は、税目及び期別単位で判定されるよう追加する。
【提案】自治体が契約する団体には収納代理金融機関のような代行業者も考えられるた
め、”等”を追加する。
【確認】口座振替依頼データは、ゆうちょ／ゆうちょ以外でフォーマットなどが異なるか。
【提案】振替日、税目ごとの件数、金額がわかるような記載を追加する。
【提案】個別にデータ除外ができるよう追加する。
【提案】除外条件に、執行停止中、繰上徴収を追加する。
【提案】除外条件に、仮消込中を追加する。
【確認】納通返戻者を除外対象に含めるか確認したい。例えば返戻確認後、居住地がすぐ判
明した場合などは、停止せずその口座を活用するケースがあるため。

0370 2.2.6.
口座振替停止
情報管理

口座振替の停止を登録することで口座振替の対象外とすることができること。 口座振替の停止を登録することで口座振替
の対象外とすることができること。

任意の日付で、納付、更正、口座変更が
あったものを抽出し、口座振替依頼デー
タ作成後の緊急依頼・停止を行うための依
頼書が出力できること。

664

7666

【提案】口座振替の停止登録がされた口座は、口座振替対象外とすべきという意見が多く、
必須化する。
【提案】任意の日付で、納付、更正、口座変更があったものを抽出する機能を追加する。

0380 2.2.7.
口座振替結果
管理

（口座振替結果の消込後、）
振替結果（振替済、振替不能分）を管理（参照、登録）できること。
振替結果の集計ができること。振替結果は税目、期別、通知書番号等を確認できること。
金融機関別の金額・件数の集計ができること。また、税目単位で件数集計できること。

消込、仮消込（速報データ等）分について口座振替処理を行わないことができること。

口座振替／再振替、全期前納／期別納付の区別ができること。

452

6441
6909

7239

【提案】重複納付を避けるため、消込、仮消込（速報データ等）分について口座振替処理を
行わないことができるよう追加する。
【提案】振替済、振替不能分を確認できるよう追加する。
【提案】口座振替と再振替の区別ができるよう追加する。
【提案】振替結果は税目、期別、通知書番号等を確認できるよう追加する。
【提案】全期前納／期別納付の区別ができるよう追加する。

0390 2.2.8.

振替不能者データについて、期間、税目、不能区分（全銀協フォーマットで定める不能区分)で抽出できること。
口座解約者を抽出できること。
不能対象者について、口座不能／再振替データのいずれかを作成できること。再振替の詳細について、対象期別の収納調定
額情報を参照すること。停止、廃止分、収納調定額が0円のデータについてデータを作成しないこと。

再振替データについて、管理（参照、修正、削除）ができること。

不能対象者については、自治体により条件を設定できることとする。
・不能区分が残高の不足
・再振替までの期間で延滞金の発生有無
・再振替が可能な金融機関であること　等

2483

6855

7022

1992

【提案】再振替の詳細について、対象期別の収納調定額情報を参照するよう追加する。
【提案】停止、廃止分、収納調定額が0円のデータについてデータを作成しないよう追加す
る。
【確認】再振替の条件について、以下の例で問題ないか。
再振替データは、以下の条件について実行されること。
・不能区分が残高の不足
・再振替までの期間で延滞金が発生しない
・再振替が可能な金融機関であること。
【提案】再振替データについて、初回の口座振替データが誤っていた場合等、修正の必要が
あるため、管理機能を追加する。
【提案】不能対象者について、口座不能／再振替データのいずれかを作成できるよう修正す
る。

0400 2.2.9.
各種通知書作
成

振替口座の登録ができたデータを、口座情報をもとに、登録期間・税目毎・異動事由毎に抽出できること。
抽出した該当データをもとに、口座振替開始通知を個別又は一括で出力できること。また、再発行もできること。
口座振替開始通知の送付状況を管理できること。

停止、解除、廃止となった口座については、出力の対象とするかを選択できること。

7235
6665
7674
2098

【提案】口座振替開始通知の送付状況を管理できるよう追加する。
【提案】2.1.1.の口座情報を基に抽出できる機能を追加する。
【提案】「個別又は一括で」の記載を追加する。
【提案】停止、解除、廃止となった口座については、出力の対象とするかを選択できるよう
追加する。

0410 2.2.10.

口座振替できたデータを、口座情報をもとに、期間・税目毎に抽出できること。
抽出した該当データをもとに、口座振替済通知を出力できること。各税目の口座振替済通知を、暦年及び年度で出力できるこ
と。
また、再発行もできること。
納税義務者単位でも出力できること。
軽自動車税について、口座振替済み通知と同時に継続検査用の納税証明書の出力ができること

口座振替済通知の送付可否を管理できること。

6665
2486
5560
6857

【提案】2.1.1.の口座情報を基に抽出できる機能を追加する。
【提案】納税義務者単位でも出力できるよう追加する。
【提案】年度単位でも口座振替済み通知を出力できるよう追加する。
【提案】軽自動車税について、口座振替済み通知と同時に継続検査用の納税証明書の出力が
できるよう追加する。

0420 2.2.11.

口座振替不能データを、口座情報をもとに、期間・税・不能事由毎に抽出できること。
抽出した該当データをもとに、口座振替不能通知／再振替通知を個別及び一括で出力できること。また、再発行もできるこ
と。

全期前納の口座不能については、不納となった場合、期別納付に切り替える／しない　を選択できること。切り替える場
合は1期分の納付書を、切り替えない場合は全期分の納付書データが出力できること。また、口座振替を継続するか選択
できること。

口座振替不能通知の送付可否を管理できること。

3292
3476
6446
6858,2487

2558

【提案】2.1.1.の口座情報を基に抽出できる機能を追加する。
【提案】個別、一括の記載を追加する。
【提案】不能事由ごとに抽出ができるよう追加する。
【提案】再振替通知をえらべるように追加する。
【提案】全期前納分について、不納となった場合、期別納付に切り替える／しない　を選択
できること。切り替える場合は1期分の納付書を、切り替えない場合は全期分の納付書デー
タが出力できる機能を追加する。また、以降期別納付同様に口座振替を継続するか選択でき
る機能を追加する。
【提案】口座振替不能通知を送付しない対象者に対し送付しないような機能を追加する。

4/12



【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理
仕様書たたき台

実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能

APPLIC税TFご記入欄

機能名称 備考 課題No. 課題・見解 修正案分類
意見照会
関連意見

WT論点

0430 2.2.12. 口座勧奨

新規課税者に口座振替を勧奨するため、口
座の申込書を出力できること。

口座登録のない方を抽出できること。
税目等で抽出条件を選択できること。

3752
2981

【提案】新規課税者に限らない記載に修正
【提案】口座登録のない方を抽出できること。なお税目等で抽出条件を選択できること。
を追加する。

0440 2.2.13. 職権処理

振替不能口座や死亡・転出等により使用されていない口座等について、未使用となっている期間を特定して抽出し、職権で
口座の停止・廃止処理が個別又は一括でできること。対象者のリストを出力できること。

住基上の異動者で死亡者に口座が登録されているものを、期間や連続不能回数・税目等で抽出できること。一定期間振替不能
口座を抽出できること。

特定の期間を経過した、使用されていな
い口座等について、自動で口座の停止・
廃止処理がされること。

2490
2491
7241
2559

【事務局】停止・廃止いずれも対応できるように修正する。
【提案】対象者を把握できるよう、リスト出力機能を追加する。
【提案】個別又は一括で停止処理が行えるような記載に修正する。
【提案】未使用となっている期間を特定して抽出し停止、廃止ができる機能を追加する。自
動停止・廃止機能については実装してもしなくても良い機能に追加する。

0450 2.2.14.
金融機関統廃
合への対応

金融機関や支店の統廃合に合わせ、口座情報を一括及び個別に更新できること。統廃合前後の口座情報のリストを出力でき
ること。

6062 【提案】統廃合前後の口座情報のリストを出力できるよう追加する。

3. 還付充当

3.1. 過誤納対象者抽出

0460 3.1.1. 過誤納抽出

税目・期間を指定して、過誤納データ（納付額が調定額以上となる状態及び時効調定に対して納付がされた状態）を抽出でき
ること。
延滞金・督促手数料の過誤納も抽出できること。
過誤納情報を一意に特定する番号（過誤納番号）を管理できること。また、その番号で過誤納情報の抽出ができること。その
番号は、年度ごとの付番管理ができること。
過誤納が発生した事由、過誤納発生日を管理できること。

過誤納抽出結果について、年金特徴義務者への返納候補は識別できること。滞納期別の有無、還付先口座の有無が把握でき
ること。

更正処理や消込処理により、過誤納となったデータの整理票を出力できること。

賦課年度、相当年度、過誤納番号、宛名番号、通知書番号を元に還付対象者一覧過誤納一覧を抽出を抽出することができるこ
と

2005
3477
5654
2059

3916

【提案】過誤納抽出結果について、滞納の有無が把握できるよう追加する。
【提案】過誤納抽出結果について、還付先口座の有無が把握できるよう追加する。
【提案】過誤納発生日を管理できるよう追加する。
【事務局】過誤納の対象を抽出する機能について、どのような条件があるか。特に車両単位
で抽出する機能が実装されているかをAPPLICに確認する。
【事務局】本機能で抽出するのは過誤納者のため、「還付対象者一覧」→「過誤納一覧記
載」に記載を修正する。

0461 3.1.2

【指定都市要件】
行政区、賦課年度、相当年度、過誤納番号、宛名番号、通知書番号を元に過誤納一覧を抽出できること。

0462 3.1.3

過誤納状態を個別又は一括で保留にできること。保留状態の場合、還付充当処理が行えないこと。
保留状態の対象者を抽出できること。

調定連動前に納付があった場合など、充当・還付がなされない
ように保留状態にすることを意図している。
調定連動後、保留状態から消し込む運用を想定している。

5695
6672
7692

【提案】保留状態の場合、還付充当処理が行えないよう明示する。
【提案】保留状態の対象者を抽出する機能を追加する。
【提案】個別又は一括で保留にできるよう明示する。
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【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理
仕様書たたき台

実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能

APPLIC税TFご記入欄

機能名称 備考 課題No. 課題・見解 修正案分類
意見照会
関連意見

WT論点

3.2. 充当処理

0470 3.2.1. 充当処理

抽出した過誤納一覧をもとに、税目、未納のある期別を選択し、選択した税目期別（他税目含む）へ充当入力ができること。
充当額は過誤納額から自動で設定されること。設定された金額の変更もできること。充当額設定後、残額は自動的に還付で
きること。

充当入力を行った日付、充当処理の決裁日、充当をする予定日付（通知日）、充当理由を入力できること。
充当処理日は収納履歴に反映できること。

充当後、充当先の期別に未納がある場
合、未納額分の納付書を出力できるこ
と。

過誤納の一覧をもとに、充当入力を1件ずつ行う運用を想定して
いる。

6921
6673

【提案】充当額設定後、残額は自動的に還付できるよう追加する。
【提案】充当後、充当先の期別に未納がある場合、未納額分の納付書を出力できるよう、オ
プションとして追加する。

0480 3.2.2.

充当の決議日に即時で充当できること。決議番号を付番できること。
また、決議日に未来日を設定する場合、該当日付に到達したら、充当が実行されること。ただし、通知書発送までの期間の場
合、更正処理が可能なこと。
また、未来日の充当登録が可能なこと。ただし、通知書発送までの期間は充当情報の修正・削除が可能なこと。

個人住民税の給与特徴の不一致リストを抽出し、組替処理ができること。
個人住民税の株式配当割・株式譲渡割を一括充当できること。

充当処理結果の照会ができること。
充当の履歴管理ができること。

充当入力をもとに、決議処理を行う運用を想定している。
即時処理に加え、未来日での決議処理（予定日到達）の運用も
想定している。

個人住民税給与特徴の組替とは、特徴義務者の期別の調定額と
収入額が不一致となり同一年度内で過不足分が発生していた場
合、元月から先月へ収入を移動させる処理を想定している。

【事務局】右記APPLIC意見に対応した。 ２．記載の抽象
化を希望

22
※前回からの一
部再掲

「また、決議日に未来日を設定する場合、該当日付に到達したら、充当が実
行されること。ただし、通知書発送までの期間の場合、更正処理が可能なこ
と。」における「該当日付に到達したら、充当が実行されること」の表現が
バッチ処理で当該データの有無をパトロールし充当処理を実行するように読
み取れます。任意のタイミングで充当処理を行うことが想定され、人口規模
などにより運用が変わるため、ある程度自由度がある記載が必要と思いま
す。

また、未来日の充当登録が可能なこと。ただし、通知書発送までの期間は充当情報
の修正・削除が可能なこと。

0490 3.2.3. 自動充当

過納が発生している納税義務者に対し、納
期到来期に未納があれば、自動充当できる
こと。自動充当にあたっては、納期限順・
本税優先に充当されること。

自動充当の除外条件が設定できること。任
意の除外条件を設定できること。
除外条件：
死亡者・還付加算金有・他税目未納有・分
割納付計画有・滞納処分予定・執行停止中

未納期別への自動充当は運用する自治体も限られると想定され
ることから、実装してもしなくても良い機能とした。

2006
5754
5625

【提案】任意の除外条件を設定できるようオプション追加する。
【提案】自動充当は納期限の他本税優先の必要もあるため、本税優先の記載を追加する。
【提案】除外条件に執行停止中であることを追加する。

0500 3.2.4. 充当取消

充当処理の取消ができること。
ただし、以下の場合は充当処理の取消が行えないように制御すること。
・出納閉鎖後の充当
・充当処理後に当該納税者や調定情報に関して異動があった

6474 【提案】充当処理後の異動があった場合に取消を行う必要があるという意見が多いため、削
除する。

0510 3.2.5. 充当適状日

充当適状日は法令通り自動設定されること。また、手動で変更できること。 地方税法施行令第六条の十四の定めの通り。 976 【提案】修正する運用も想定し、「また、手動で変更できること」と追加する。

0520 3.2.6. 充当加算金

充当をした対象の税目、期別へ法令どおり加算金の反映ができること。
反映した加算金については加算金額の変更ができること。

0530 3.2.7. 通知書

充当を行った税目、期別の対象者について充当通知書が一括または個別で出力できること。
一部充当・一部還付の場合は、還付充当通知書として出力されること。

給与特別徴収の個人充当については、個人用の充当通知書を出力できること。

通知内容の文言・還付充当情報については、自由に登録・編集できること。
対象者の一覧を出力できること。

納付済額、調定額、充当額の計算に誤りがある場合、エラーメッセージ等が表示されること。

還付・充当決議に必要となる決議書を出力
できること。

1019
3944

【提案】還付充当情報の修正ができるよう、記載を追加する。
【提案】納付済額、調定額、充当額の計算に誤りがある場合、エラーメッセージ等が表示さ
れるよう追加する。

0540 3.2.8. 充当先の選択

他税目・他宛名への充当ができること。
延滞金・督促手数料の調定へ充当ができること。複数期別への充当ができること。
他の宛名へ充当をした際には、充当元の充当額が自動で変更されること。

滞納処分費へ充当する場合、充当の事実を管理できること。

【実装しない】
納税通知書発送前の充当はできないこと。

滞納処分費へ充当する場合は、充当した事実を履歴管理するこ
とを想定している。調定情報としての管理は想定していない。

682
6679
6680

【事務局】「調定」という表現を削除する。
【提案】複数期別への充当ができるよう追加する。
【提案】納税通知書発送前の充当ができないような記載を追加する。

0550 3.2.9.
納期未到来対
象への充当

納期未到来分への充当処理ができること。充当の際、メッセージなどが表示されること。 7242 【提案】納期未到来分への充当時にメッセージなどが表示される機能を追加する。

0560 3.2.10. 加算金の充当

還付加算金・充当加算金が発生した場合、税目、未納のある期別を選択し、選択した税目の期別へ充当入力ができること。

3.3. 還付処理

0570 3.3.1. 還付処理

過誤納がある税目、期別、過誤納発生事由、賦課年度、相当年度、調定年度月、過誤納番号、宛名番号、通知書番号を元に還
付対象者一覧を抽出することができること。また、過誤納がない調定情報がない場合も還付処理ができること。
還付額は過誤納額から自動で設定されること。設定された金額の変更もできること。

還付入力を行った日付、還付処理の決済日、還付金の請求日、還付をする予定日（通知日）、還付理由、特記事項を入力でき
ること。

個人住民税の株式配当割・株式譲渡割控除不足額を一括還付できること。
個人住民税の当初賦課決定時における年金特徴還付分を一括還付できること。

還付処理は、税目・還付入力を行った日付・還付理由・調定年度・還付をする予定日（通知日）・還付口座の有無等の条件を
指定して一括でできること。また個別にできること。

2339
2778
2389
2985
3478
7243
2564

【提案】全国意見を踏まえ下記を追加する。
・対象者一覧の抽出条件における「調定年度」
・入力項目における「還付金の請求日」「特記事項」
・「個人住民税（特別徴収）における還付分を複数期に渡り一括還付できること」
・「還付処理は、税目・還付入力を行った日付・還付理由・調定年度・還付をする予定日
（通知日）・還付口座の有無等の条件を指定して一括でできること。また個別にできるこ
と。」

【確認】株式配当割等を還付充当した後、税額訂正が生じた場合、還付額の戻し入れ分につ
いて、システムで管理しているか。

【提案】「過誤納がない場合も還付処理ができること」は、「調定情報がない場合」の誤記
のため、修正します。（非課税の場合等を想定）

0571 3.3.2.

【指定都市要件】
行政区、賦課年度、相当年度、過誤納番号、宛名番号、通知書番号を元に還付対象者一覧を抽出できること。

0580 3.3.3.

還付の決議日と支払日を管理できること。
還付の決議日支払日に即時で還付できること。決議番号を付番できること。
また、決議日に未来日を設定する場合、該当日付に到達したら、還付が実行されること。ただし、通知書発送までの期間の場
合、更正処理が可能なこと。未来日の還付登録が可能なこと。ただし、通知書発送までの期間は還付情報の修正・削除が可能
なこと。

還付処理結果の照会ができること。
還付の履歴管理ができること。
還付処理日、金額、税目は収納履歴に反映されること。

6930 【提案】APPLIC修正案の通り、「決議日に未来日を設定する場合、該当日付に到達したら、
還付が実行されること。ただし、通知書発送までの期間の場合、更正処理が可能なこと。」
を「未来日の還付登録が可能なこと。ただし、通知書発送までの期間は還付情報の修正・削
除が可能なこと。」とする。

【提案】全国意見を踏まえ「還付の決議日と支払日を管理できること。」を追加する。
【提案】全国意見を踏まえ「還付の決議日に即時で還付できること。」を「還付の支払日に
即時で還付できること。」とする。

６．その他 180 「また、決議日に未来日を設定する場合、該当日付に到達したら、還付が実
行されること。ただし、通知書発送までの期間の場合、更正処理が可能なこ
と。」における「該当日付に到達したら、還付が実行されること」の表現が
バッチ処理で当該データの有無をパトロールし充当処理を実行するように読
み取れます。
任意のタイミングで還付処理を行うことが想定され、人口規模などにより運
用が変わるため、ある程度自由度のある記載が必要と考えます。

また、未来日の還付登録が可能なこと。ただし、通知書発送までの期間は還付情報
の修正・削除が可能なこと。

0590 3.3.4. 還付取消

還付処理の修正・取消ができること。
出納閉鎖後の還付の場合は還付処理の修正・取消が行えないように制御すること。

口座還付で振込エラーとなった場合も、還付処理の取消ができること。

4590
7025
3545

【提案】全国意見を踏まえ下記を追加する。
・還付処理の修正ができることを追加
・出納閉鎖後の還付の場合は還付処理の修正・取消が行えないように制御することを追加
【確認】全国意見にて、取消した還付処理についても引き続き還付情報を参照できることを
追加したいとの意見が見受けられたが、必要性はあるか。また、現行システムの実装状況を
ご教示いただきたい。

0600 3.3.5.
歳入還付・歳
出還付の判定

還付額の、会計上の支出財源（戻出還付現年・戻出還付滞納繰越・歳出還付）を、還付支出日（予定日）・調定年度・過誤納
金発生年度・期別・収入日（公金日）から自動で判断できること。

会計年度末までに納入された滞納繰越分に係る税の過誤納金が、出納整理期間中に発見された場合は、旧年度の歳入から戻出
し還付すること。

7154 【提案】全国意見照会を踏まえ、判断する条件に「期別」を追加する。

【提案】出納整理期間中の歳入還付について、APPLICより対応可能との回答があったため、
追加する。

0610 3.3.6.
法人住民税の
還付

確定申告等による減額、重複納付等による過誤納について、還付できること。

還付発生事由及び申告区分の組み合わせから、正しい還付加算金起算日の判定ができること。

同一申告内で還付発生事由が複数ある場合は、それぞれ正しい計算ができることを追加する。

2341 【提案】全国意見を踏まえ、同一申告内で還付発生事由が複数ある場合は、それぞれ正しい
計算ができることを追加する。
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【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理
仕様書たたき台

実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能

APPLIC税TFご記入欄

機能名称 備考 課題No. 課題・見解 修正案分類
意見照会
関連意見

WT論点

0620 3.3.7. 還付加算金

還付対象の税目、期別へ法令どおり（還付加算金特例基準割合含む）加算金の計算ができること。起算日は任意に設定できる
こと。除算期間の開始日と終了日を設定できること。
還付通知書の作成前において、計算された加算金の変更ができること。口座振込での還付を考慮し、現実に支払いができる状
態になる予定日を還付加算金の計算終期に設定し計算し、還付通知書の発行ができること。

申告税特有の同一事業年度における充当・還付などについて、税法に則った還付加算金の計算が可能であること。

602 【事務局】法令どおり加算金の計算ができることについて、全国意見にて記載の詳細化の意
見が見受けられたため、APPLIC確認中。

【提案】ベンダより以下の指摘があったため、計算終期について追加する。
終期 の考え方
【法令】 地方税法第１７条の４ にて、終期＝支出を決定した日 又は充当した日 と定めら
れている。
【通知通達等による補足 】
地方税法総則実務提要Ｐ 496 には、支出決定は、現実に支払いができる状態になったとき
に決裁を受けるべき、 と記載されている。

【提案】ベンダより除算期間の記載がないとの指摘があったため、追加する。

0630 3.3.8.

還付加算金の計算経過を確認できること。
加算金計算書として出力できること。

690 【提案】全国意見を踏まえ、「加算金計算書として出力できること」を追加する。

0640 3.3.9. 口座還付

還付先の口座を税目別に登録できること。口座振替の登録があれば、自動でその口座が登録されること。過去に還付・振替を
行った履歴情報から口座を選択できること。
複数税目の口座還付の際、一括登録できること。

該当する口座が不明または確認が必要なの場合は、口座照会通知を出力できること。また、再出力できること。

口座還付ができない場合、現金還付した事実を管理できること。

口座振替の登録があれば、自動でその口座
が登録されること。

パンチデータ等から還付口座情報を一括し
て登録できること。

該当する口座が不明のときは、隔地払いに
対応するために、金融機関へ持参すれば現
金と引き換えできる書類及び本人以外が金
融機関へ行く場合の委任状が出力できるこ
と。

窓口において現金還付する場合、納税義務
者が押印（サイン）する領収書を出力でき
ること。

現金還付の処理は、システム上の特別な処理は必要ないが、現
金還付した事実のみ、履歴管理できればよいこととしている。

3757
3918
5108
6932

【提案】全国意見を踏まえ以下の要件を追加する。
・「口座振替の登録があれば、自動でその口座が登録されること。」
・該当する口座における「または確認が必要な場合」
・パンチデータ等から還付口座情報を一括して登録できること（オプション）

【確認】全国意見にて、「過誤納付番号ごとに振込口座情報の登録できること」を追加した
いとの意見が見受けられたが、必要性はあるか。また、現行システムの実装状況をご教示い
ただきたい。

【確認】全国意見にて、「納税義務者が死亡している場合は、誓約書を出力できること」を
追加したいとの意見が見受けられたが、必要性はあるか。また、現行システムの実装状況を
ご教示いただきたい。

0650 3.3.10.

税目を選択し、還付の口座振込依頼データを全銀協フォーマットで作成できること。
集計表、内訳表を出力できること。
　
任意の時点（還付処理日、支払い予定日等）で支払い済にできること。

支払い済みになるタイミングは、処理日や支払い予定日到達な
ど、自治体によって考え方が異なることから、任意のタイミン
グで支払い済みにできる要件としている。

2937 【提案】全国意見を踏まえ、「税目を選択し」「全銀協フォーマットで作成可能なこと」を
追加する。
【確認】全国意見にて、「任意の時点（還付処理日、支払い日等）を設定し、当該日に到達
した段階で自動的に支払い済にできること」を追加したいとの意見が見受けられたが、必要
性はあるか。また、現行システムの実装状況をご教示いただきたい。

0660 3.3.11. 還付時効管理

還付の時効管理(起算日の設定、修正、削除等)ができること。（時効完成した場合は、時効であることを表示する。）
時効完成日を自動計算できること。

還付通知を再出力した際には、再出力日を管理（参照）し、時効が初期化されること。

【提案】APPLIC修正案の通り、「修正、削除等」を削除する。 ６．その他 181 「起算日の設定、修正、削除等」とありますが、修正と削除は不要ではない
でしょうか。
起算日は還付通知日であるため、還付通知書の再発行で時効が初期化（結果
として起算日が変更）となることはありますが、それ以外に（意図的に）起
算日を修正・削除する機能は不要と考えます。

還付の時効管理（起算日の設定）ができること。（時効完成した場合は、時効であ
ることを表示する。）

0670 3.3.12.

期間を指定し、還付時効日を迎えるデータを抽出できること。

時効完成時点における還付未済の一覧を抽出できること。

0680 3.3.13.
還付先、還付
通知先管理

還付登録時に、還付先として納付義務者本人、法人、または他の宛名を選択できること。

一つの還付に対して、還付先を複数人設定できること。

一つの過誤納額から複数人の遺族等に対
し、法定相続分に応じて過誤納額を切り分
けて還付できること。
還付先を複数人設定した場合にそれぞれ独
立して処理をかけられること。

本人死亡後に還付する場合など、遺族に法定相続分の還付をす
ることが求められることが想定されるため、一つの還付に対し
て複数人の還付先を登録できる要件を加えている。

5164 【提案】APPLIC修正案の通り「一つの還付に対して、還付先を複数人設定できること。」を
「一つの過誤納額から複数人の遺族等に対し、法定相続分に応じて過誤納額を切り分けて還
付できること。」に修正したうえで「実装してもしなくても良い機能」とする。

【提案】全国意見を踏まえ、「還付先を複数人設定した場合にそれぞれ独立して処理をかけ
られること。」を「実装してもしなくても良い機能に追加する。

６．その他 182 「本人死亡後に還付する場合など、遺族に法定相続分の還付をすることが求
められることが想定されるため、一つの還付に対して複数人の還付先を登録
できる要件を加えている。」との理由で、「一つの還付に対して、還付先を
複数人設定できること。」が必須とされています。
しかし、複数人に対する法定相続分の還付が目的であれば、還付先を複数人
登録するだけではその内訳もわからず、一つの過誤納額のかたまりを具体的
に複数人に還付することもできません。
「還付先を複数人設定できること」の表現を明確化できれば、機能自体はオ
プションでもよいと考えます。

相続分の按分までをシステム化することを要望されたことはなく、また、還
付加算金については法的には分割前で行うべきだと考えますので、発生頻度
（代表者への還付ではなく按分した上で還付処理を行う頻度）に対してシス
テムの複雑性が高く、必須機能とする必要はないと考える。

「一つの還付に対して、還付先を複数人設定できること。」を「一つの過誤納額か
ら複数人の遺族等に対し、法定相続分に応じて過誤納額を切り分けて還付できるこ
と。」に修正したうえで「実装してもしなくても良い機能」とする。
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【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理
仕様書たたき台

実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能

APPLIC税TFご記入欄

機能名称 備考 課題No. 課題・見解 修正案分類
意見照会
関連意見

WT論点

0690 3.3.14.

市町村民税（給与特別徴収）の過誤納金について、特別徴収義務者の還付登録時に、還付先として納税義務者個人を選択でき
ること。
還付通知先は特別徴収義務者及び納税義務者個人を設定できること。

還付先として納税義務者個人を選択した際
は、当該個人の調定情報の異動履歴を参照
することによって還付額が自動で設定され
ること。設定された金額の変更もできるこ
と。

2560
7155

【提案】全国意見を踏まえ、還付通知先について、「特別徴収義務者及び納税義務者個人」
とする。

【確認】全国意見にて、「還付先として納税義務者個人を選択した際は、当該個人の調定情
報の異動履歴を参照することによって還付額が自動で設定されること。設定された金額の変
更もできること。」を追加したいとの意見が見受けられたが、自動で設定されることの必要
性はあるか。また、現行システムの実装状況をご教示いただきたい。
なお、3.3.1.で「設定された金額の変更もできること」としているため、手動での変更でも
対応可能と想定している。

0700 3.3.15.

個人住民税（年金特別徴収）の過誤納金について、返納先として年金保険者を選択できること。

死亡後の年金から徴収された年金特別徴収の該当者を抽出し、年金保険者への返納が判明するまで一括で保留にできること。
保留の対象者を抽出できること。

年金保険者への返納になった対象について、一括で還付処理ができること。
過誤納金の一部を年金保険者に返納し、残額を相続人等に還付することができること。

3551 【提案】全国意見を踏まえ、年金保険者への返納における「一括で還付処理」を「一括また
は個別で還付処理」に修正する。

0710 3.3.16. 還付未済処理

還付通知出力後、還付処理が未済のものを期間を指定して抽出できること。
還付未済対象者に対して、還付通知書を一括または個別に再発行できること。

時効が来たものに対して還付欠損処理が行えること。

還付未済対象者に対して、未払いのお知ら
せ（勧奨通知）を出力できること。
未払いのお知らせを出力した際には、出力
日を管理（参照）し、時効が初期化される
こと。

7156
4098

【提案】全国意見を踏まえ、以下を追加する。
・「未払いのお知らせを出力した際には、出力日を管理（参照）し、時効が初期化されるこ
と。」をオプションで追加
・「時効が来たものに対して還付欠損処理が行えること」を追加

0720 3.3.17.

還付未済であるものを、税目・支出の区分・時効・調定年度・還付発生年度に分けて集計できること。

0730 3.3.18.
還付通知発行
/再発行

還付を行う税目、期別の対象者について還付通知が出力できること。

給与特別徴収の個人還付については、個人用の還付通知書を出力できること。宛名・金額を修正できること。
対象者本人が死亡しているときには、相続人向けの通知書が発行できること。
通知日を変更して再発行できること。

還付・充当決議に必要となる決議書を出力
できること。

2896
3483
2991
3948

【事務局】還付充当通知として一体型の帳票とするため、最終化の際に充当と記載内容も統
一する。

【提案】全国意見を踏まえ下記の要件を追加する。
・宛名・金額を修正できること
・通知日を変更して再発行できること。
・対象者本人が死亡しているときには、相続人向けの通知書が発行できること

4. 滞納整理

4.1. 延滞金処理

0740 4.1.1. 延滞金管理

延滞金の情報及び計算結果、計算内容（計算式）を管理（参照、登録）できること。

0750 4.1.2. 延滞金計算

法令に基づいた方法で、自動および手動で延滞金計算ができること。
延滞金は起算日から自動的に算出されること。また、起算日延滞金計算日を任意に設定することもできること。延滞金計算日
を任意に設定する際には、アラートが表示されること。
なお、延滞金について収入日でなく、納付日（領収日）で計算できること。
差押え、交付要求等が発生した場合、任意の日付を変更して計算できること。差押、交付要求等による収納が発生した場合
は、当該収納に対して延滞金を計算する日を任意に設定でき、納付日でなく延滞金を計算する日で延滞金を計算すること。

調定異動が発生した場合、延滞金の再計算ができること。再計算の結果、延滞金の納付済額が調定額より大きくなった場合は
過誤納とできること。
一部納付等、納付額に異動が発生した場合、延滞金の再計算ができること。

延滞金の試算が行えること。
試算結果が記載された計算書を出力できること。

5434 【提案】APPLIC修正案にある起算日の設定については、WTにて延滞金計算日の任意設定が必
要という意見があった。（督促状の延滞金計算を任意に設定した日付で行っている。）起算
日ではなく延滞金計算日に修正する。

【提案】全国意見を踏まえ、「延滞金計算日を任意に設定する際には、アラートが表示され
ること。」を追加する。

【提案】ベンダより以下の指摘があったため削除する。
機能要件1.1.15 「納期限管理」に、任意に納期限を変更できること。との記載もあり、納
期限は変更せず起算日だけを任意に設定したいケースが想定できない 。

６．その他 84,131
※前回からの再
掲

183

＜前回からの再掲＞
「試算結果が記載された計算書を出力できること。」について
試算結果は帳票に限らず画面での確認でも事務運用上問題がないものと想定
されます。

「また、起算日を任意に設定することもできること。」について、延滞金の
起算日を任意に設定できるようにする機能は不適切と考えます。
延滞金の試算とは別に、正規の延滞金計算に関する仕様と考えられるため、
その中に「また、起算日を任意に設定することもできること。 」という記
載は適切でないと考えます。

試算結果を画面または帳票で確認できること。

「また、起算日を任意に設定することもできること。」を「実装してもしなくても
良い機能」に移す。

0780 4.1.5. 申告税

申告税（法人住民税）の延滞金計算について、法令に則った正しい計算を行うことができること。
以下の条件を考慮した延滞金計算ができること
・申告種別
・申告(更正)日
・期限内申告か否か
・監査延長法人か否か
・自主的な更正か否か
・国税申告(更正)に基づくものか否か
・国税申告(更正)日
・確定申告から1年経過しているか否か
・重加算金の有無

減額更正後の増額に関する延滞金計算（平
成28年度税制改正対応）ができること。

5761 【提案】全国意見を踏まえ、考慮すべき条件に「重加算金の有無」を追加する。

0790 4.1.6. 確定延滞金

本税完納時に確定延滞金を算出し、請求対象者を抽出できること。
確定延滞金算出後であっても、調定異動が発生した場合、確定延滞金の再計算ができること。
再計算される確定延滞金額が職権修正した確定延滞金額と異なる場合、自動更新せず差額が把握できること。再計算される確
定延滞金額が職権修正した確定延滞金額より大きくなる場合、その対象者を把握できること。

本税が完納した場合、延滞金のみの徴収ができること。

本税完納後、確定延滞金発生の通知書を、個別・一括で出力できること。確定延滞金納付書を個別・一括で出力できること。

期別のCSV等の外部データを取り込むこと
で、確定延滞金を一括で追加、修正、削除
を行うことができること。

確定延滞金は分納誓約等で手計算している場合が想定されるた
め、手修正している場合は、システムの自動再計算で上書きさ
れない要件を追加している。

6686
3949

【提案】全国意見を踏まえ「期別のCSV等の外部データを取り込むことで一括で追加、修
正、削除を行うことができること」をオプションとして追加する。

【提案】ベンダより、確定延滞金の自動更新有無は、団体の過去データの管理状況等により
どちらを選択するのか対応が分かれるとの指摘を受けたため、記載を修正します。

0800 4.1.7. 処分との連動

差押え・徴収猶予・換価の猶予・執行停止に連動して延滞金を計算できること。

0810 4.1.8.
延滞金減免処
理

延滞金及び確定延滞金について、延滞金減免処理（全額・定率減免）ができること。
延滞金減免調定を滞納システムへ連携できること。

滞納システムの機能要件（6.1.7）で延滞金減免機能を定めてい
るため、滞納システムからの連携での実装も可能とする。

2830 【提案】全国意見を踏まえ、「延滞金減免調定を滞納システムへ連携できること。」を追加
する。

0820 4.1.9.
延滞金計算率
更新

暦年及び期間設定で延滞金計算率を設定できること

0830 4.1.10. 職権修正

延滞金計算結果について、職権による修正ができること。

4.2. 督促処理

0840 4.2.1. 対象抽出処理

納期限から指定期間以上経過している未納及び延滞金未納がある収納情報のうち、督促状が未発布であるものを抽出（一覧及
びCSV)できること。
抽出条件、抽出除外条件が設定できること。申告税・賦課税・特別徴収分でそれぞれ抽出条件を設定できること。

想定される抽出条件:
納期限から指定期間以上経過している未納及び延滞金未納、督促未発布、調定年月、死亡者

想定される抽出除外条件:
執行停止者、速報データ取込済み、死亡者、繰上徴収、徴収猶予、督促停止、納税通知書返戻、督促状返戻

本税未納及び延滞金未納について、速報（仮消込）額を含めた状態で計算されていること。

任意で作成した対象者の一覧を取込み対象
者として抽出できること。

1094
1594
1595
3659
5627
7246

【提案】全国意見を踏まえ、以下の要件を追加・修正する。
・想定される抽出条件に「死亡者」を移動
・想定される抽出条件に「住所コード」「公示送達」を追加
・想定される抽出除外条件に「納税通知書返戻」「督促状返戻」を追加
・「任意で作成した対象者の一覧を取込み対象者として抽出できること」をオプションで追
加
・申告税・賦課税・特別徴収分でそれぞれ抽出条件を設定できることを追加

8/12



【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理
仕様書たたき台

実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能

APPLIC税TFご記入欄

機能名称 備考 課題No. 課題・見解 修正案分類
意見照会
関連意見

WT論点

0850 4.2.2. 督促停止

指定された期別または義務者について督促発行停止ができること。

条件指定により、督促停止処理を一括でできること。
想定される条件：
国税徴収猶予等による地域指定（一括）、徴収猶予、繰上徴収（滞納からの連携）、過誤納未済

督促発行停止した期別または義務者について、督促発行停止の解除ができること。

停止条件を指定して、督促発行停止の一括
解除ができること。

7385 【提案】全国意見を踏まえ、督促停止の想定される条件に、「過誤納未済」を追加する。

0860 4.2.3. 督促状作成

抽出した対象者をもとに、督促状の出力ができること。金額を手動で修正できること。
納付書兼用の督促状と、納付書なし督促状を、税目ごとに選択できること。
死亡者においては、課税情報で登録された代納設定者に対して督促状を出力できること。

固定資産税の未納については納税義務者だけでなく共有者にも督促状を出力できること。共有者への督促状出力可否を選択で
きること。

軽自動車税の未納については車両番号も記載されること。

法人住民税の未納については事業期間、事業年度、申告区分、調定年度が記載されること。

督促状の個別発行・再発行もできること。

督促状の不作成者リストを作成できること。

督促発送したものに対して時効中断を行えること。また、督促返戻があったものに対しては、時効中断を解除すること。

口座振替対象者については振替不能事由が
記載されること。

返戻に対応するため、宛名番号などのキー
情報をバーコード化して出力できること。

口座振替不能通知を発行していない自治体もあるため、振替不
能事由を督促状に出力することを実装してもしなくても良い機
能と定義している。

4096
7652
581

【提案】全国意見を踏まえ、以下を追加する。
・金額を手動で修正できること。
・死亡者においては、課税情報で登録された代納設定者に対して督促状を出力できること。
・督促発送したものに対して時効中断を行えること。また、督促返戻があったものに対して
は、時効中断を解除すること。

0870 4.2.4. 引き抜き

督促状出力後、発送までの期間に納付・充当されたもの、調定額変更になったもの、コンビニ納付等の仮消込データの有無、
発送までの期間に納付・充当、調定額変更、転居、宛名異動、及び徴収猶予になったものを抽出し、督促状の引き抜きリスト
が出力できること。また、任意にも引き抜きできること。

引き抜き対象者の履歴を管理できること。

引き抜いた対象者について、対象者の一覧データをもとに督促発布の履歴を自動削除できること。滞納システムで管理する督
促発布履歴も自動削除できること

7245
3765

【提案】全国意見を踏まえ以下の要件を追加する。
・任意に引き抜きできること
・引き抜き対象者の履歴を管理できること

0880 4.2.5. 督促手数料

督促状を発送した対象者に対して、督促手
数料を調定情報に登録できること。
更正調定取込時、期別の調定が０円になっ
た場合には、督促手数料調定も０円に変更
されること。
督促手数料は、修正・削除ができること。

2732
582

【提案】全国意見を踏まえ以下の要件を追加する。
・更正調定取込時、期別の調定が０円になった場合には、督促手数料調定も０円に変更され
ること
・督促手数料の修正

0890 4.2.6.
督促状の発送
管理・送付状
況管理

固定資産税・都市計画税の共有者に対するものを含め、督促状の発送履歴を管理（参照、修正）できること。
督促対象が本税・確定延滞金か識別できること。

発送履歴は記事情報として管理できること。
税目、期間を指定して発送履歴を抽出できること。

督促状の発送履歴（再発行含む）を滞納システムに連携できること。

確定延滞金が発生した税目について、督促
対象が本税・確定延滞金か、履歴管理でき
ること。

3558 【提案】全国意見を踏まえ以下の要件を追加する。
・固定資産税の共有者に対するものを含める

9/12



【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理
仕様書たたき台

実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能

APPLIC税TFご記入欄

機能名称 備考 課題No. 課題・見解 修正案分類
意見照会
関連意見

WT論点

5. 決算

5.1. 繰越処理

0900 5.1.1. 年度繰越処理

過年度分の繰越調定を抽出し、繰越処理ができること。過年度分の過誤納未済分を抽出し、繰越処理ができること。

現年度分の繰越調定を抽出し、繰越処理ができること。現年度分の過誤納未済分を抽出し、繰越処理ができること。

過年度分の過誤納未済分を抽出し、繰越処理ができること。現年度過誤納未済分を抽出し、繰越処理ができること。

個人住民税の按分率、固定資産税・都市計画税の按分した数字で繰越処理ができること。

会計年度が未来（現年度の翌年度）となっている調定情報と納付情報について、会計年度を未来にする（繰越する）機能があ
ること。（住民税特別徴収の４・５月分を想定）

繰越額・対象者が確認可能な帳票を出力できること。

保存年限を超える完納分・不納欠損分等が削除できること。なお、左記の情報は、保存年限等業務上必要な期間まで保存でき
ること。

繰越処理を行うまでの間、調定異動、消込処理を保留できること

締日（現年分の締日、滞繰分の締日）を管理できること

締日時点の未納額を把握できること

締日時点の未納額で滞納繰越できること

不納欠損調定を抽出して時効の事由ごとに集計できること

財務会計側の年度繰越処理の元データを作成できること。

任意の日付で調定異動や消込処理ができること。

35
5765

【提案】全国意見を踏まえ以下の要件を追加する。
・個人住民税の按分率、固定資産税・都市計画税の按分した数字で繰越処理ができること
・任意の日付で調定異動や消込処理ができること

0910 5.1.2.
延滞金調定の
繰越

確定延滞金・督促手数料について、未納調定分を抽出し、繰越処理ができること。 4600 【提案】全国意見を踏まえ「未納」を「未納調定」に修正する。

5.2. 調定処理

0920 5.2.1. 調定情報管理

課税側から作成された調定情報に対して、調定情報の修正ができること。
調定情報の新規登録ができること。新規登録された調定情報に対して、調定情報の修正ができること。

期間を指定し、調定情報の異動情報が抽出できること。

調定情報の項目：
『賦課した年度・賦課根拠のある年度・賦課決定の通知書番号・納付の期別・賦課調定額・延滞金調定額・年度繰越時賦課調
定額・納期限・法定納期限・賦課更正前の納期限・公示送達日・申告区分・事業年度・通知日・更正日・更正発付日・更正請
求日・修正申告提出日・法人住民税の延長月数』

法人住民税課税システムと収納システムで
調定額に差がある対象法人納税義務者を抽
出できること。

取り込んだ結果、過年調定減更正による滞
納繰越調定減額が集計できること。

7018
2803

4601
38

【提案】APPLIC意見については、多くの構成員の仕様やパッケージ仕様にも含まれる要件で
あることから必須のままとする。

【提案】全国意見を踏まえ以下の要件を追加・修正する。
・調停額に差がある場合の抽出を法人だけでなく全税目とする
・「取り込んだ結果、過年調定減更正による滞納繰越調定減額が集計できること。」を追加

納税通知書返戻日を追加する。
法定納期限等を追加とし、「納期限、法定納期限、法定納期限等」に修正。

６．その他 132 「課税側から作成された調定情報に対して、調定情報の修正ができること。
調定情報の新規登録ができること。新規登録された調定情報に対して、調定
情報の修正ができること。」について、収納側で修正すると、賦課側との調
定情報に差異が生じます。差異を解消するには、収納側から賦課側への逆連
携が必要になりますが、収納側では賦課根拠等の情報はもっていないため困
難です。
一方で賦課システム側の制限やタイミング等で収納システムから調定情報の
修正が必要なケースが多くはありませんが存在しますので任意機能とするこ
とが妥当と考えます。

「課税側から作成された調定情報に対して、調定情報の修正ができること。
調定情報の新規登録ができること。新規登録された調定情報に対して、調定情報の
修正ができること。」については、「実装してもしなくても良い機能」とする。

0930 5.2.2.

調定の按分処理ができること。按分率を設定できること。
按分対象：
・固定資産税・・・固定資産税/都市計画税
・個人住民税・・・市町村民税/道府県民税

【提案】APPLIC修正案の通り、収納側から削除する。 ６．その他 133 こちらの要件については収納側ではなく、賦課側の要件に該当するため記載
は削除したほうがよいと考えます。
また、按分率が必要であれば設定可能とするのではなく、収納側が賦課側で
設定した按分率を参照すれば良いと考えます。
収納で按分が必要になるのは県民税の報告資料かと思いますが「5.1.1.各種
統計資料作成」に包含されていると考えますので、削除で問題ありません。

要件削除

0931 5.2.3.

【指定都市要件】
調定情報として行政区を管理できること。
行政区ごとの調定按分集計ができること。

【提案】APPLIC修正案の通り、収納側から削除する。 ６．その他 134 「行政区ごとの調定按分集計ができること。」について
賦課側から出力が可能である必要は理解できますが、収納側から出力できる
機能は不要と考えます。

要件削除「行政区ごとの調定按分集計ができること。」

【指定都市要件】
調定情報として行政区を管理できること。

0940 5.2.4. 調定表作成

税目別・年度別・期別の調定表の出力ができること。
・調定表
・調定按分表
・調定増減表

個人住民税、固定資産税は、按分した数字も出力されること。

法人住民税は、均等割・法人税割の内訳が出力されること。

任意の時点・期間指定で調定表を抽出できること。

【提案】APPLIC修正案の通り、収納側から削除する。 ６．その他 135 収納側から調定表、調定按分表、調定増減表を出力できる機能は不要と考え
ます。
＜補足＞
賦課側の機能に含まれているものと認識しているため、収納側に同じ機能を
もたせる必要はないと考えています。

要件削除

6. 交付

6.1. 納付書等発行（再発行）

0950 6.1.1.
納付書即時発
行

納付書の出力ができること（金融機関・郵便局・コンビニで使用でき、クレジット納付、マルチペイメントに対応した統一様
式の納付書を出力できること）。
指定納期限を設定できること。
選択した期別、全納、一部納付の納付書が出力できること。
調定が連携されている法人市民税について、納付書の種類（区分）を選択し納付書が出力できること。

出力の際、プレビュー表示ができること。
出力の際、納付額（本税、延滞額）、宛名を変更して出力できること。

納税決定通知書が返戻となっている納税義務者に対して納付書の再発行をする際に、アラートが表示されること。
未納調定がない納税義務者に対して納付書の再発行をする際に、アラートが表示されること。
口座振替登録がある納税義務者に対して納付書の再発行をする際に、アラートが表示されること。
仮消込情報がある納税義務者に対して納付書の再発行をする際に、アラートが表示されること。
当初賦課処理後、納入通知書が発送されるまでの間は、現年度の納付書の再発行を制限できるアラートが表示されること。
分割納付者に対して、納付書の再発行をする際に、アラートが表示されること。
税額更正後、更正通知書が発送されるまでの間は、現年度の納付書は再発行できないこと。
不能欠損分は再発行できないこと。

差押等の充当用納付書が出力できること。
納付書に差押日が出力できること。
一般的な再発行納付書は、区別して出力できること。

延滞金納付書について、本税未納の状態でも、延滞金を仮で計算して算出したものを延滞金納付税額として変更して出力でき
ること。

差押の充当用納付書を出力するために、滞
納システムから差押等の情報が連携される
こと。

発行帳票のイメージ登録が自動で行われ、
後に履歴管理画面からイメージ確認できる
こと

出力の際、納付額（督促手数料）を変更し
て出力できること。

一括停止、一括廃止した振替口座について
期間を設定して抽出し、同期間中の納付書
を一括作成できること。

2391
2556
4004
5641
5706
2107
3956
5437
6698
6641
3444
6916

【提案】APPLIC修正案の通り、以下の要件を削除する。
「差押等の充当用納付書が出力できること。
納付書に差押日が出力できること。
一般的な再発行納付書は、区別して出力できること。」
【提案】APPLIC修正案の通り「未納調定がない納税義務者に対して納付書の再発行をする際に、ア
ラートが表示されること。」を「納期到来済の未納がない納税義務者に対し、納期未到来分の納
付書の再発行をする際に、アラートが表示されること。」とすべき。
【提案】全国意見を踏まえ以下の要件を追加・修正する。
・「納税決定通知書が返戻となっている場合は、納付書再発行の際にアラートが表示されるこ
と。」を追加
・「調定が連携されている法人市民税について、納付書の種類（区分）を選択し納付書が出力でき
ること。」を追加
・[納付額」を「納付額（本税、延滞額）」に修正、督促手数料をオプションで追加
・「宛名を変更して出力できること」を追加。
・「不能欠損分は再発行できないこと」を追加する。
・「指定納期限を設定できること」を追加する。
・「分割納付者に対して、納付書の再発行をする際に、アラートが表示されること。」を追加
・「当初賦課処理後、納入通知書が発送されるまでの間は、現年度の納付書の再発行を制限できる
こと。」→「アラートが表示されること」に修正する。
・イメージデータ管理機能について、オプションとして追加。
・「税額更正後、更正通知書が発送されるまでの間は、現年度の納付書は再発行できないこと。」
を追加する。
・口座振替を廃止した対象者に納付書を送付する運用に対応できるよう、一括停止、一括廃止した
振替口座について期間を設定して抽出し、同期間中の納付書を一括作成できる機能を追加する。
【確認】全国意見にて「納付書の発行時に、延滞金計算強制指定日とその有効期限を入力して発行
履歴に記録でき（納付書への印字出力は不要）、消込による延滞金計算に利用できること。」との
意見が見受けられたが、必要性はあるか。また、現行システムの実装状況をご教示いただきたい。
【提案】ベンダより未納調定が無い対象者に納付書発行するケースが想定できないとの指摘があっ
たため、アラート表示を削除します。

６．その他 172

184

「差押等の充当用納付書が出力できること。
納付書に差押日が出力できること。
一般的な再発行納付書は、区別して出力できること。」
は滞納の要件である。

滞納の2.8.12.に「充当通知書を作成し、出力できること。また、充当期別
分の納付書を発行できること。充当期別分の納付書は、時効の更新が行われ
ない納付書であること。 」との記載があり、滞納業務の方に同一要件が記
載されていることから、収納業務の要件から削除することを提案します。

「未納調定がない納税義務者に対して納付書の再発行をする際に、アラート
が表示されること。」について、未納調定がない納税義務者に対する納付書
の再発行とは何か、意味不明ではないでしょうか。
納期到来済／未到来を問わず、未納がないという意味であれば、そもそも納
付書で納めることのできる額が存在しません。
また、納期到来済の未納がない（＝納期未到来の未納だけがある）という意
味であれば、その旨を明記しないと仕様が正確に伝わらないと考えます。

「差押等の充当用納付書が出力できること。
納付書に差押日が出力できること。
一般的な再発行納付書は、区別して出力できること。」
の要件削除

「未納調定がない納税義務者に対して納付書の再発行をする際に、アラートが表示
されること。」の一文について、納期到来済の未納なし（納期未到来の未納のみあ
り）の納税義務者を指すのであれば、「納期到来済の未納がない納税義務者に対
し、納期未到来分の納付書の再発行をする際に、アラートが表示されること。」と
すべき。
また、納期到来済／未到来を問わず、未納がない納税義務者を指すのであれば、納
付書を発行すべき未納額が存在しないため、上記の一文を削除すべき。

0960 6.1.2.

郵便局での振込の際に使用する払込取扱票の出力ができること。
出力の際、プレビュー表示ができること。
出力の際、納付額を変更または空欄として出力できること。
払込取扱票にはOCRを出力できること。

1097
7656

【提案】全国意見を踏まえ以下の要件を追加する。
・「納付額を空欄で出力できること」を追加
・郵便局での振込の際に使用する旨を補記

0970 6.1.3. 納付書仕様

納付書はマルチペイメントネットワーク標準様式に対応していること。
マルチペイメント使用期限は任意に設定できること。
JPQRに対応しているQRコードを印字できること。

1568
6645

【提案】全国意見を踏まえ以下の要件を追加する。
・「マルチペイメント使用期限は任意に設定できること」を追加
・「JPQRに対応しているQRコードを印字できること」を追加

0980 6.1.4.
コンビニバー
コード仕様

納付書の納期限とは別に、コンビニバーコードの使用期限を設定できること。使用期限については、任意に変更できること。
過年度分についても、現年度分と同様にコンビニバーコードが使用できること。

3404 【提案】全国意見を踏まえ「過年度分についても、現年度分と同様にコンビニバーコードが
使用できること。」を追加する。

0990 6.1.5.

以下の場合にはコンビニバーコードを出力しないよう制御できること。また、バーコードを出力できない理由を納付書に出力
できること。ただし、任意で納期限を設定する場合においては、コンビニバーコードを出力できること。
・30万円を超える場合
・コンビニ使用期限を経過している場合（再発行時）
・コンビニ納付に対応していない税目の場合（その税目の延滞金，督促手数料を含む）

コンビニ使用期限はシステムで初期設定され、かつ、任意で変更できること。

3299
19

【提案】全国意見を踏まえ、以下の要件を追加する。
・「ただし、任意で納期限を設定する場合においては、コンビニバーコードを出力できるこ
と。」を追加
・条件に「コンビニ納付に対応していない税目の場合」を追加

1000 6.1.6. 延滞金

本税と延滞金・督促手数料を収めることができる納付書を出力できること。

本税が完納し､確定延滞金又は督促手数料のみが未納の調定を抽出し納付書を出力できること｡

本税に確定延滞金計算延滞金が発生している場合、本税の納付書発行にあたり確定延滞金計算延滞金の記載有無を選択できる
こと。

3001 【提案】全国意見を踏まえ、「確定延滞金」を「計算延滞金」に修正する。

1010 6.1.7. 軽自動車税

軽自動車継続検査証付き納付書を出力できること。
検査不要な車種や発行時点で過年度未納がある場合は軽自動車継続検査証が無効である旨を出力できること。

軽自動車継続検査証部分の出力項目は軽自動車税用納税証明書
に準ずる想定。

10/12



【仕様書叩き台】標準仕様書（機能）_05_収納管理
仕様書たたき台

実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能

APPLIC税TFご記入欄

機能名称 備考 課題No. 課題・見解 修正案分類
意見照会
関連意見

WT論点

1020 6.1.8. 固定資産税

固定資産税の共有宛名に対しても納付書を出力できること。
複数人の相続人に対して、納付書を出力できること。

3194
963

【提案】全国意見を踏まえ、以下の要件を追加・修正する。
・「共有宛名」を「各共有者」に修正
・「複数の相続人に出力できること」を追加

1030 6.1.9.
市町村民税給
与特別徴収

個人住民税（特別徴収）の納付書を出力できること。納付者側で金額訂正できる納付書であること。
納期特例の納付書を出力できること。
退職分離課税の納付書を出力できること。

特別徴収の納付書には、延滞金・督促手数料を出力できること。

3770
4689

【提案】前項意見を踏まえ、「納付者側で金額訂正できる納付書であること。」を追加す
る。
【提案】給与特徴住民税の退職分の納付書が発行できるよう追加する。

1040 6.1.10. 合算納付書

複数期別を纏めた納付書を出力できること。 合算できる期別の上限を設定できること。

合算納付書の場合でも領収証書部分には各
期別内容が表示されること。

7660 【提案】全国意見を踏まえ「合算納付書の場合でも領収証書部分には各期別内容が表示され
ること」をオプションで追加する。

1050 6.1.11.
発行情報・送
付状況管理

選択した対象者に対して発行した全期前納納付書・期別納付書・分割納付書・合算納付書・督促状・口座不能通知書の履歴発
行情報が確認できること。

4291
4606

【提案】全国意見を踏まえ以下の要件を追加・修正する。
・「口座不能通知書」を追加
・「履歴が確認できること」を「発行情報が確認できること」とする。

6.2. 証明書発行

1060 6.2.1.
各種納税証明
書発行

指定した税目・年度（賦課年度/調定年度）の納税証明書を個別に発行できること。法定納期限が請求日の３年前の日の属す
る会計年度に係る徴収金まで遡って発行可能とすること。発行可能年数を任意に制御できること。

年度を指定して当該期間すべてに市税の未納がない証明（完納証明）を発行できること。非課税の場合でも発行できること。
未納税額がある場合、発行できないこと。ただし、領収書等で納付が確認できた場合には、強制的に発行ができること。

滞納処分を受けたことがない証明書を発行できること。滞納処分を受けている場合は発行できないこと。

発行時にプレビュー表示できること。
出力の際、宛名・金額を変更して出力できること。備考欄に自由に追記できること。
出力される宛名は、自治体が把握する最新の宛名であること。
共有宛名の表記は　「代表者名　外●名」と表記すること。

納税義務者の証明対象該当明細(同一年度・同一税目）が徴収猶予の場合、徴収猶予中と記載して発行できること。

納税証明書の発行者は、以下から選択できること。
　・市町村長及び職務代理者

指定した税目以外の滞納者に対して納税証
明書を発行する際、アラートが表示される
こと。

納税義務者の証明対象該当明細(同一年
度・同一税目）が徴収猶予の場合、徴収猶
予中と記載して発行できること。

発行可能年数は、少なくとも法定納期限が請求日の３年前の日
の属する会計年度に係る徴収金まで遡れること。

1821
2836
4607
4608
6951
7218
1100

【提案】構成員の意見を踏まえて追加した要件であるが、APPLICの法令要件ではないという
意見を踏まえ、実装してもしなくても良い機能とする。

【提案】全国意見を踏まえ以下の要件を追加・修正する。
・納税証明書について「法定納期限が請求日の３年前の日の属する会計年度に係る徴収金ま
で遡って発行可能とすること」を追加
・「指定した税目以外の滞納者に対して納税証明書を発行する際、アラートが表示されるこ
と」をオプションで追加する。
・「年度を指定して当該期間すべてに」未納がない（完納）証明書が発行できることを追加
する。
・未納がない証明は「非課税の場合でも発行できること。」を追加する。
・「未納税額がある場合、発行できないこと」を追加する。
・「領収書等で納付が確認できた場合には、強制的に発行ができること。」を追加する。
・滞納処分を受けたことがない証明書について「滞納処分を受けている場合は発行できない
こと」を追加する。

【確認】出力にあたり、エラー・アラートが必要な条件について、全国意見以外に追加等が
あればご意見をいただきたい。

６．その他 185 「納税義務者の証明対象該当明細(同一年度・同一税目）が徴収猶予の場
合、徴収猶予中と記載して発行できること。」について、納税証明事項（地
方税法施行令・第６条の２１）において、徴収猶予中の記載は求められてい
ません。
従って、徴収猶予中の記載を必須とする必要はないと考えます。

「納税義務者の証明対象該当明細(同一年度・同一税目）が徴収猶予の場合、徴収
猶予中と記載して発行できること。」の一文を削除する。あるいは「実装してもし
なくても良い機能」に移す。

1061 6.2.2.

【指定都市要件】
発行者を以下から選択できること。
　・区長（区の事務所の長）（指定都市用）
　・総合区の事務所の長、税務に関する事務所の長

1070 6.2.3.

証明書の発行履歴を保持できること。
履歴の参照が可能であること。
納付額等、交付内容が確認できること。

証明書の発行イメージを保存できること。 3567 【提案】全国意見を踏まえ、発行日ごと、納税義務者ごとにを追加する。

1080 6.2.4.

納期限と同日以前に納税証明書の発行処理を行う場合、その調定額は、納期未到来額として計算されること。（未納扱いにな
らない）

4997 【提案】全国意見を踏まえ「同日」を「以前」に修正する。

1090 6.2.5.
納税証明書発
行（個人住民
税）

納税証明書は、普徴・年特・給与特別徴収毎、課税年度毎に内訳が表示できること。

特別徴収義務者向けの事業者の納付を反映した証明書が出力できること。

個人住民税（特別徴収）の対象となる納税義務者に対して発行する際、特徴事業所が滞納している場合はアラートが表示され
ること。

1824
6706

【提案】全国意見を踏まえ「個人住民税（特別徴収）の対象となる納税義務者の納税証明発
行時、特徴事業所が滞納している場合にアラートが表示されること」を追加

1100 6.2.6.
納税証明書発
行（軽自動車
税）

軽自動車で車検があり、口座振替で引き落としできたものに、口座振替済み通知と一体型の継続検査用納税証明書を一括また
は個別で出力できること。

マルチペイメントネットワーク,クレジット、スマホ払いで納付したものに、継続検査用納税証明書が一括または個別で出力
できること。（金融機関からの一括伝送分は除く）

条例による減免、非課税の場合、その旨を明記できること。

1110 6.2.7.
仮消込への対
応

消込前の段階でも、仮消込の状況（マルチペイメントネットワーク速報分、コンビニ速報分、窓口納付等オンライン登録分、
共通納税納付情報ファイル（納付日）受信分など）で、証明書を出力できること。
出力する前にアラートが表示されること。

仮消込状態の金額を証明書に反映する・しないについて、納付チャネルごとにパラメータ等で選択できること。

4614
5771
7677

【提案】全国意見を踏まえ、以下の要件を追加する。
・「共通納税納付情報ファイル（納付日）受信分」を追加す
・「出力する前にアラートが表示されること。」を追加
・「納付チャネルごとに」を追加

1120 6.2.8.
発行禁止・警
告

「ＤＶ・ストーカー支援者」等の処理に対し、注意を喚起するメッセージを出力し、発行制御ができること。
管理者機能による発行制御が解除できること。

1130 6.2.9.

証明発行時に注意を喚起するメッセージを出力するために、対象者をフラグ管理できること。

7. 返戻・公示

7.1. 返戻・公示処理

1140 7.1.1.
返戻者情報管
理

督促状・還付通知書・充当通知書の返戻者情報（調査状況・結果、返戻日、入力日、返戻事由、公示予定日、再送日、再送理
由）の履歴を期別ごとに管理（参照、登録、修正）できること。

督促状の返戻入力日返戻日について、滞納システムに連携できること。

督促状返戻者情報を、督促状のバーコード
読取で入力できること。

1602 【提案】APPLIC修正案の通り「督促状の返戻者情報（調査状況・結果、返戻日、入力日、返
戻事由、公示予定日）」を「督促状の返戻者情報（調査状況・結果、返戻日、公示予定
日）」とする。
【提案】APPLIC修正案の通り、「返戻入力日」を「返戻日」とする。

【提案】全国意見を踏まえ、以下の要件を追加する。
・返戻者情報に「再送日」及び「再送理由」を追加
・返戻情報は期別毎に管理できることを追加

６．その他 93
※前回からの一
部再掲

督促状の返戻情報を管理するにあたって、「入力日」と「返戻事由」を必須
とする必要はないものと考えます。
また、滞納システムへ連携する項目は、「返戻入力日」ではなく、「返戻
日」が適当であると考えます。

督促状の返戻者情報（調査状況・結果、返戻日、公示予定日）の履歴を管理（参
照、登録、修正）できること。

督促状の返戻日について、滞納システムに連携できること。

1150 7.1.2.
公示送達対象
者抽出

返戻になった督促状・還付通知書・充当通知書の該当者を公示予定日で抽出し、公示状態に変更できること。 返戻された督促状のバーコード読取によっ
て公示状態に変更できること。

3571 【提案】全国意見を踏まえ、以下の要件を追加する。
・還付通知書・充当通知書を追加（7.1.1.、7.1.3.も同様）

1160 7.1.3. 公示送達処理

公示送達の情報（公示日、公示理由等）を管理（参照、登録、修正）できること。
公示送達一覧表が出力できること。

督促状・還付通知書・充当通知書の公示日について、滞納管理システムに連携できること。

公示期間中に異動があったものを抽出できること。

公示送達書を作成できること。

公示日に督促手数料の調定が反映されるこ
と。

3504
4057

【提案】全国意見を踏まえ、以下の要件を追加する。
・「公示日に督促手数料の調定が反映されること」をオプションで追加
・「公示期間中に異動があったものを抽出できること。」を追加
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実装すべき機能 実装してもしなくても良い機能
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意見照会
関連意見

WT論点

8. 統計

8.1. 統計資料作成

1170 8.1.1.
各種統計資料
作成

市町村税徴収実績調に関する統計帳票の出力ができること
口座加入率の集計ができること

9. その他

9.1. 他業務システム連携

1180 9.1.1.
滞納システム
との連携

収納システムの異動情報（調定情報、納付情報、延滞金等）、督促発布履歴・削除履歴・返戻履歴・公示送達履歴（固定資産
税共有者分含む）、宛名情報（納税管理人、口座情報、送付先情報）を滞納管理システムに連携できること。

滞納管理システムの異動情報(処分情報、分割納付情報、不納欠損情報等)を収納システムに連携できること。

40 【提案】全国意見を踏まえ、督促について固定資産税共有者分含むことを追加する。

9.1.2.

軽自動車税納
付確認システ
ム（軽ＪＮＫ
Ｓ）との連携

軽自動車税納付確認システム（軽ＪＮＫＳ）に登録する軽自動車税種別割の納付情報データを作成・出力できること。
作成する納付情報データは、過去３年度以内で保有し得る情報（同一車両（同一の車両番号・車台番号）に紐づく全ての納税
義務者の情報）から未納（課税保留含む）が無いかを総合判断し、「一車両・一データ」で移転した車両も対象に、過年度の
納付履歴から総合判断して納付情報データを作成する。
なお、現年度の課税分については、納期限前日までは「現に滞納がない」扱いとなる点に留意して総合判断すること。

地方税共同機構がオプションで提供する軽
JNKS自動連携機能と連携できること。（作
成した納付情報データをLGWANネットワー
ク内の所定のフォルダに自動で格納できる
こと。）

軽自動車税関係手続について、国の関連システムの更改時期
（※）に合わせて、オンライン手続により行うことを可能とす
る。
※自動車登録検査業務電子情報処理システム等の更改時期：令
和５年１月予定。

【提案】軽JNKSとの連携について、軽自動車税担当及び地方税共同機構と協議した内容を追
加します。

9.2. 納付義務者の拡張管理

1200 9.2.1.
納税管理人の
設定

税目毎・年度毎に相続人代表者、納税管理人、破産管財人、相続財産管理人、清算人( 代表清算人)を設定できること。
各課税システムから連携し、設定されること。

死亡者・転出者に対して、相続人代表者・納税管理人の設定を行うための対象者を抽出できること。
設定済みの対象者を抽出できること。

年度毎に相続人代表者、納税管理人を設定
できること。
税目毎に相続人代表者、納税管理人、破産
管財人、相続財産管理人、清算人( 代表清
算人)を設定し、その設定期間を管理でき
ること。

3011
6964
7256
3785

【提案】APPLIC修正案にある年度毎については、構成員からの意見であったため、実装して
もしなくても良い機能とする。

【提案】全国意見を踏まえ、以下の要件を追加する。
・「破産管財人、相続財産管理人、清算人( 代表清算人)」を追加
・各課税システムから連携し、設定されることを追加
・「死亡者・転出者に対して、納税管理人の設定」を「死亡者・転出者に対して、相続人代
表者・納税管理人の設定」に修正

【提案】ベンダより年度ごとではなく、期間で把握する必要がある考えるとの指摘を受けた
ため、修正する。

６．その他 186 「税目毎・年度毎に相続人代表者、納税管理人を設定できること。」につい
て、相続人代表者、納税管理人の設定を、年度毎に行う必要はありますで
しょうか。必須とする必要はないと考えます。

税目毎に相続人代表者、納税管理人を設定できること。

1210 9.2.2. 送付先等管理

税目毎に送付先、連絡先（電話番号等）を設定できること。
電話番号はは自宅/勤務先/携帯とし複数登録できること。

1786 【提案】全国意見を踏まえ、以下の要件を追加する。
電話番号はは自宅/勤務先/携帯をそれぞれ登録できること。

9.3. 検索

1220 9.3.1. 検索対象

各税目の調定情報、納付情報、滞納情報、口座情報、還付・充当情報、督促情報及び異動履歴（帳票発行履歴、特記事項（メ
モ）等を含む）を照会できること。

1230 9.3.2. 検索条件

氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名）、住所（市内・市外）、生年月日、性別、宛名番号、個人番号・法人番
号、住民区分、税目、年度、通知書番号、世帯番号、物件番号での検索ができること。

カナ・漢字での検索はあいまい検索ができること。
複合検索が可能なこと。
納付の有無で絞り込みが出来ること。

旧姓、旧住所での検索ができること。 2344
2745
2899
5710
6966
2174
2511

【提案】全国意見を踏まえ、以下の要件を追加する。
・検索条件に、「物件番号、法人名称、所在地」を追加
・複合検索が可能なことを追加
・納付の有無で絞り込みが出来ることを追加

【確認】全国意見にて以下の検索条件が必要との意見が見受けられたが、要否及びシステム
の実装状況についてご教示いただきたい。
「電話番号」、「過誤納番号」、「eLTAX納税者ID」、

9.3.3.

特別徴収指定番号、車両番号での検索ができること。

9.4. その他　

1240 9.4.1.
首長名・職務
代理者

首長名・職務代理者名を変更できること。
変更された首長名、職務代理者名を帳票に印字できること。

1250 9.4.2. EUC

EUC機能（汎用のデータ抽出機能）を有していること。
・任意の抽出条件を指定し、条件に該当するデータを抽出できること。
・抽出結果は、CSVなど加工可能なデータ形式で出力できること。

1260 9.4.3. 同一人管理

複数の宛名が同一人と特定される場合、同一人の設定ができること。

法人扱いの個人事業者や相続財産法人等の法人と個人の名寄せができること。

同一人設定および名寄せの設定がされた場合、照会画面において名寄せして画面表示できること。
同一人設定および名寄せの設定の解除ができること。

6717 【提案】APPLIC修正案の通り、「同一人設定された場合」を「同一人設定および名寄せの
設定がされた場合」とする。

【提案】全国意見を踏まえ、「同一人設定および名寄せの設定の解除ができること」を追加
する。

６．その他 187 「法人扱いの個人事業者や相続財産法人等の法人と個人の名寄せができるこ
と。」について、宛名管理において、法人扱いの宛名と個人を同一人設定し
てしまうと、課税側業務によっては不都合を生じることもあると考えます。
収納の照会画面における名寄せ表示が目的であれば、具体的な機能を限定せ
ず、名寄せ表示できることを要件とすべきではないでしょうか。

複数の宛名が同一人と特定される場合、同一人の設定ができること。
法人扱いの個人事業者や相続財産法人等の法人と個人の名寄せの設定ができるこ
と。
同一人設定および名寄せの設定がされた場合、照会画面において名寄せして画面表
示できること。
※１文目（同一人の設定）と２文目（名寄せの設定）が共に、３文目（照会画面に
おいて名寄せして画面表示）に接続する記載としております。

1270 9.4.4. 納税組合

納税組合と納税義務者の紐づけができるこ
と。納税組合情報は開始日・終了日を設定
できること。

納税組合コードによる検索ができること。
納税組合に所属している納税義務者の情報
を参照ができること。

納税組合が解散した場合、一括して脱退で
きること。

組合ごとの納付状況が把握できること。

9.4.5. 報奨金

報奨金の交付率、交付限度額が設定できる
こと。
口座振替による全期前納の場合、報奨金を
差し引いた金額で振替依頼データの作成が
できること。

【提案】共通要件にて検討していた報奨金について、収納側で定義することとしたため、要
件を追加します。
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